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規 則

�愛媛県規則第２２号
愛媛県行政組織規則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和７年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県行政組織規則の一部を改正する規則

愛媛県行政組織規則（昭和５５年愛媛県規則第１５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（局及び課）

第４条 次の表の左欄に掲げる部に、それぞれ当該中欄に掲げる局

及び当該右欄に掲げる課を置く。

省略

企画振

興部

政策企

画局

総合政策課、地域政策課、少子化対策・男

女参画課、企画統計課、秘書課、広報広聴

課

（局及び課）

第４条 次の表の左欄に掲げる部に、それぞれ当該中欄に掲げる局

及び当該右欄に掲げる課を置く。

省略

企画振

興部

政策企

画局

総合政策課、地域政策課

、企画統計課、秘書課、広報広聴

課

発 行 愛 媛 県
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省略

省略

農林水

産部

省略

森林局 林業政策課、森林整備課、全国植樹祭推進

課

省略

省略

（室）

第４条の２ 次の表の左欄に掲げる課にそれぞれ当該右欄に掲げる

室を置く。

省略

人事課 省略

総合政策課 官民共創推進室

省略

自転車新文化推進課 自転車国際会議推進室

省略

全国植樹祭推進課 行幸啓室

省略

（企画振興部各課の所掌事務）

第８条 総合政策課の所掌事務は、第６条に規定するもののほか、

次のとおりとする。この場合において、第１１号の事務は、官民共

創推進室が所掌する。

�～� 省略

� 官民共創拠点の運営、活用方法等の検討及び設備工事調整等

に関すること。

� 省略

２ 省略

３ 少子化対策・男女参画課の所掌事務は、次のとおりとする。

� 男女共同参画社会づくりの総合企画、総合調整及び推進に関

すること。

� 男女共同参画に関する施策の実施に関すること（他の主管に

属するものを除く。）。

� 女性関係団体に関すること（他の主管に属するものを除

く。）。

� 企業の働き方改革に関すること（他の主管に属するものを除

く。）。

４ 省略

５ 省略

６ 省略

７ スマート行政推進課の所掌事務は、次のとおりとする。

� 庁内業務改革 の推進に関すること（他の主管に属するもの

を除く。）。

�～� 省略

８ 省略

（観光スポーツ文化部各課の所掌事務）

第８条の２ 省略

２ 競技スポーツ課の所掌事務は、次のとおりとする。

� 省略

� 国民スポーツ大会への選手団の派遣に関すること。

� 省略

省略

省略

農林水

産部

省略

森林局 林業政策課、森林整備課

省略

省略

（室）

第４条の２ 次の表の左欄に掲げる課にそれぞれ当該右欄に掲げる

室を置く。

省略

人事課 省略

省略

子育て支援課 少子化対策・男女参画室

省略

森林整備課 全国植樹祭推進室

省略

（企画振興部各課の所掌事務）

第８条 総合政策課の所掌事務は、第６条に規定するもののほか、

次のとおりとする。

�～� 省略

� 省略

２ 省略

３ 省略

４ 省略

５ 省略

６ スマート行政推進課の所掌事務は、次のとおりとする。

� 庁内働き方改革の推進に関すること（他の主管に属するもの

を除く。）。

�～� 省略

７ 省略

（観光スポーツ文化部各課の所掌事務）

第８条の２ 省略

２ 競技スポーツ課の所掌事務は、次のとおりとする。

� 省略

� 国民体育大会 への選手団の派遣に関すること。

� 省略



愛 媛 県 報令和７年４月１日 第５９７号外１

３

３ 文化振興課の所掌事務は、次のとおりとする。

�～� 省略

� 国民文化祭の開催準備に関すること。

４・５ 省略

６ 自転車新文化推進課の所掌事務は、次のとおりとする。この場

合において、第４号の事務は、自転車国際会議推進室が所掌す

る。

�～� 省略

� 自転車国際会議の開催準備に関すること。

（保健福祉部各課の所掌事務）

第１０条 省略

２～５ 省略

６ 子育て支援課の所掌事務は、次のとおりとする。

�～� 省略

７・８ 省略

（農林水産部各課の所掌事務）

第１３条 省略

２～７ 省略

８ 森林整備課の所掌事務は、次のとおりとする。

�～� 省略

９ 全国植樹祭推進課の所掌事務は、次のとおりとする。この場合

において、第５号の事務は、行幸啓室が所掌する。

� 第７６回全国植樹祭の基本計画及び実施計画に関すること。

� 第７６回全国植樹祭の広報に関すること。

� 第７６回全国植樹祭の関係機関等との連絡調整に関すること。

� 第７６回全国植樹祭の実行委員会に関すること。

	 第７６回全国植樹祭の行幸啓に関すること。

� その他第７６回全国植樹祭の開催準備に関すること（他の主管

に属するものを除く。）。

１０ 省略

１１ 省略

１２ 省略

（知事に直属して置く職員）

第１５条の２ 知事に直属して営業本部長、防災安全統括部長

３ 文化振興課の所掌事務は、次のとおりとする。

�～� 省略

４・５ 省略

６ 自転車新文化推進課の所掌事務は、次のとおりとする。

�～� 省略

（保健福祉部各課の所掌事務）

第１０条 省略

２～５ 省略

６ 子育て支援課の所掌事務は、次のとおりとする。この場合にお

いて、第８号から第１２号までの事務は、少子化対策・男女参画室

が所掌する。

�～� 省略

� 男女共同参画社会づくりの総合企画、総合調整及び推進に関

すること。


 男女共同参画に関する施策の実施に関すること（他の主管に

属するものを除く。）。

� 女性関係団体に関すること（他の主管に属するものを除

く。）。

� 企業の働き方改革に関すること（他の主管に属するものを除

く。）。

７・８ 省略

（農林水産部各課の所掌事務）

第１３条 省略

２～７ 省略

８ 森林整備課の所掌事務は、次のとおりとする。この場合におい

て、第１０号から第１５号までの事務は、全国植樹祭推進室が所掌す

る。

�～� 省略


 第７６回全国植樹祭の基本計画及び実施計画に関すること。

� 第７６回全国植樹祭の広報に関すること。

� 第７６回全国植樹祭の関係機関等との連絡調整に関すること。

 第７６回全国植樹祭の実行委員会に関すること。

� 第７６回全国植樹祭の行幸啓に関すること。

� その他第７６回全国植樹祭の開催準備に関すること（他の主管

に属するものを除く。）。

９ 省略

１０ 省略

１１ 省略

（知事に直属して置く職員）

第１５条の２ 知事に直属して営業本部長、防災安全統括部長、秘書



愛 媛 県 報令和７年４月１日 第５９７号外１

４

、デジタル変革担当部長、人口減少対策統括部長

、営業副本部長、営業本部マネージャー、営業主幹、すご味

係長及びすごモノ係長を置く。

（局に置く職員）

第１６条の２ 省略

２ 省略

３ 省略

４ 省略

５ 省略

６ 省略

７ 省略

（課及び室に置く職員）

第１７条 省略

２ 幹事課（会計課を除く。）に課長補佐及び政策マネジメント推

進幹を置く。

３ 省略

（家畜保健衛生所）

第３０条 省略

２ 次の表の左欄に掲げる家畜保健衛生所に、それぞれ当該右欄に

掲げる課 を置く。

愛媛県東予家畜保健衛生

所

指導課

防疫課

愛媛県中予家畜保健衛生

所

指導課

防疫課

愛媛県南予家畜保健衛生

所

指導課

防疫課

３ 家畜保健衛生所に次の職員を置く。

� 省略

� 省略

� 担当係長

� 省略

� 省略

４ 家畜保健衛生所に、必要に応じ次の職員を置く。

�～� 省略

� 省略

� 省略

（家畜病性鑑定所）

第８１条 省略

２ 家畜病性鑑定所に南予分室を置く。

広報統括監、デジタル変革担当部長、少子化対策・女性活躍統括

部長、営業副本部長、営業本部マネージャー、営業主幹、すご味

係長及びすごモノ係長を置く。

（局に置く職員）

第１６条の２ 省略

２ 省略

３ 観光交流局にサイクリング誘客推進監を置く。

４ 省略

５ 省略

６ 省略

７ 省略

８ 省略

（課及び室に置く職員）

第１７条 省略

２ 幹事課（会計課を除く。）に課長補佐

を置く。

３ 省略

（家畜保健衛生所）

第３０条 省略

２ 次の表の左欄に掲げる家畜保健衛生所に、それぞれ当該中欄に

掲げる課及び当該右欄に掲げる係を置く。

愛媛県東予家畜保健衛生

所

指導課 畜産振興係、経営支援係

防疫課 大家畜係、中小家畜係

愛媛県中予家畜保健衛生

所

指導課 畜産振興係、経営支援係

防疫課 大家畜係、中小家畜係

愛媛県南予家畜保健衛生

所

指導課 畜産振興係、経営支援係

防疫課 大家畜係、中小家畜係

３ 家畜保健衛生所に次の支所を置き、今治支所に指導防疫係を、

宇和島支所に畜産振興係及び防疫係を置く。

名称 位置 担当区域

愛媛県東予家畜保健衛生

所今治支所

今治市 今治市及び越智郡

愛媛県南予家畜保健衛生

所宇和島支所

宇和島市 宇和島市、北宇和郡

及び南宇和郡

４ 家畜保健衛生所に次の職員を置く。

� 省略

� 支所長

� 省略

� 係長

� 省略

� 省略

５ 家畜保健衛生所に、必要に応じ次の職員を置く。

�～� 省略

� 担当係長

� 省略

� 省略

（家畜病性鑑定所）

第８１条 省略

２ 家畜病性鑑定所に次の係 を置く。
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３ 家畜病性鑑定所に次の職員を置く。

� 省略

� 分室長

� 担当係長

� 省略

� 省略

４ 省略

� 感染症検査係

� 病理・分析係

３ 家畜病性鑑定所に次の職員を置く。

� 省略

� 係長

� 省略

� 省略

４ 省略

附 則

１ この規則は、公布の日から施行する。

２ この規則の施行の際、企画振興部デジタル戦略局デジタルシフト推進課デジタル推進グループ担当係長の職を命ぜられている者は、別

に辞令を発せられない限り、企画振興部デジタル戦略局デジタルシフト推進課データ利活用推進グループ担当係長の職を命ぜられたもの

とする。

�愛媛県規則第２３号
愛媛県職員の職の設置規則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和７年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県職員の職の設置規則の一部を改正する規則

愛媛県職員の職の設置規則（昭和４８年愛媛県規則第２４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（職の設置）

第２条 知事の事務部局及び労働委員会事務局に置く職員の職は、

次の表のとおりとする。

（職の設置）

第２条 知事の事務部局及び労働委員会事務局に置く職員の職は、

次の表のとおりとする。

区分 職 区分 職

知事の事

務部局

本庁 部長、営業本部長、防災安全統括部長

、デジタル変革担当部長、人

口減少対策統括部長 、理事、局

長、部付、営業副本部長、環境技術専門

監、医療政策監、技術監、参事、課長、室

長、営業本部マネージャー、副参事、技

幹、医監、建築審査専門監、えひめ野球文

化推進監、文化振興推進監

、危機管理監、原子力安全対策

推進監、水資源・ダム政策監、高速道路推

進監、主席工事検査専門員、課長補佐、政

策マネジメント推進幹、所長、秘書、医

幹、主幹、営業主幹、廃棄物監視指導官、

検査班長、工事検査専門員、換地指導専門

員、用地補償審査専門員、課付、室付、副

主幹、専門幹、専門員、専門学芸員、隊

長、船長、機関長、係長、担当係長、すご

味係長、すごモノ係長、主計係長、科長、

スゴ技係長、副隊長、隊員、主任、主任学

芸員、主任主事、主任技師、主事、技師、

学芸員、技術主任、技能主任、主任守衛、

主任業務員、主任技術員、主任技能員、技

術員、技能員、守衛、業務員

知事の事

務部局

本庁 部長、営業本部長、防災安全統括部長、秘

書広報統括監、デジタル変革担当部長、少

子化対策・女性活躍統括部長、理事、局

長、部付、営業副本部長、環境技術専門

監、医療政策監、技術監、参事、課長、室

長、営業本部マネージャー、副参事、技

幹、医監、建築審査専門監、えひめ野球文

化推進監、文化振興推進監、サイクリング

誘客推進監、危機管理監、原子力安全対策

推進監、水資源・ダム政策監、高速道路推

進監、主席工事検査専門員、課長補佐

、所長、秘書、医

幹、主幹、営業主幹、廃棄物監視指導官、

検査班長、工事検査専門員、換地指導専門

員、用地補償審査専門員、課付、室付、副

主幹、専門幹、専門員、専門学芸員、隊

長、船長、機関長、係長、担当係長、すご

味係長、すごモノ係長、主計係長、科長、

スゴ技係長、副隊長、隊員、主任、主任学

芸員、主任主事、主任技師、主事、技師、

学芸員、技術主任、技能主任、主任守衛、

主任業務員、主任技術員、主任技能員、技

術員、技能員、守衛、業務員

地方

機関

局長、支局長、所長、部長、センター長、

次長、保健統括監、建設技術監、部付、所

付、館長、危機管理調整監、事務局長、副

地方

機関

局長、支局長、所長、部長、センター長、

次長、保健統括監、建設技術監、部付、所

付、館長、危機管理調整監、事務局長、副
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附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�愛媛県規則第２４号
愛媛県会計規則及び愛媛県男女共同参画推進条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和７年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県会計規則及び愛媛県男女共同参画推進条例施行規則の一部を改正する規則

（愛媛県会計規則の一部改正）

第１条 愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（出納員）

第４条 出納員は、別に辞令を用いるもののほか、第１号から第１８

号までに掲げる職にある者をもつて充て、第１９号から第２６号まで

に掲げる職にある者については、法第１７２条第１項に規定する職

員（以下「職員」という。）に任命されていない場合にあつて

は、これらの号に掲げる職にある間に限り、職員に任命されてい

るものとして、これらの職にある者をもつてこれに充てる。

�～� 省略

� 企画振興部政策企画局少子化対策・男女参画課少子化対策推

進グループ担当係長（少子化対策・男女参画課長が指定した者

に限る。）

� 省略

� 省略

� 省略

�～� 省略

	 教育委員会事務局の教育総務課総務係長及び教育総務課施設

厚生室厚生事業係長


～� 省略

（出納員）

第４条 出納員は、別に辞令を用いるもののほか、第１号から第１８

号までに掲げる職にある者をもつて充て、第１９号から第２６号まで

に掲げる職にある者については、法第１７２条第１項に規定する職

員（以下「職員」という。）に任命されていない場合にあつて

は、これらの号に掲げる職にある間に限り、職員に任命されてい

るものとして、これらの職にある者をもつてこれに充てる。

�～� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 保健福祉部生きがい推進局子育て支援課少子化対策・男女参

画室企画グループ担当係長（少子化対策・男女参画室長が指定

した者に限る。）

�～� 省略

	 教育委員会事務局の教育総務課総務係長及び教育総務課教職

員厚生室厚生事業係長


～� 省略

所長、医監、参事、課長、室長、校長、教

頭、園長、副校長、副参事、技幹、農業普

及振興監、課長補佐、業務課長、主幹

、寮長、地域政策班長、納税班長、滞

納処分専門員、児童支援専門員、女性支援

専門員、検査保証専門員、発達障がい者支

援専門員、研究員、課付、室付、医幹、事

務局次長、副部長、教授、企画調整幹、用

地補償審査専門員、分室長、副主幹、専門

幹、専門員、専門学芸員、主任教官、船

長、機関長、分校長、主任研究員、看護部

長、係長、科長、准教授、助教授、担当係

長、主任、主任学芸員、主任判定員、特別

研究員、教務主任、医長、副医長、看護

長、教官、主任主事、主任技師、主事、技

師、学芸員、技術主任、技能主任、主任守

衛、主任業務員、主任技術員、主任技能

員、技術員、技能員、守衛、業務員

所長、医監、参事、課長、室長、校長、教

頭、園長、副校長、副参事、技幹、農業普

及振興監、課長補佐、業務課長、主幹、支

所長、寮長、地域政策班長、納税班長、滞

納処分専門員、児童支援専門員、女性支援

専門員、検査保証専門員、発達障がい者支

援専門員、研究員、課付、室付、医幹、事

務局次長、副部長、教授、企画調整幹、用

地補償審査専門員 、副主幹、専門

幹、専門員、専門学芸員、主任教官、船

長、機関長、分校長、主任研究員、看護部

長、係長、科長、准教授、助教授、担当係

長、主任、主任学芸員、主任判定員、特別

研究員、教務主任、医長、副医長、看護

長、教官、主任主事、主任技師、主事、技

師、学芸員、技術主任、技能主任、主任守

衛、主任業務員、主任技術員、主任技能

員、技術員、技能員、守衛、業務員

省略 省略

改 正 後 改 正 前
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（出納員以外の会計職員）

第５条 省略

２ 省略

３ 別に辞令を用いるもののほか、次表の左欄に掲げる職員は、こ

れらの者が職員に任命されていない場合にあつては、その職にあ

る間に限り、職員に任命されているものとして、その職にある間

同表右欄の職に充てる。

省略 現金取

扱員一～三 省略

四 保健所、四国中央土木事務所、今治土木事務

所、�万高原土木事務所、八幡浜土木事務所、大

洲土木事務所、西予土木事務所、愛南土木事務

所、家畜保健衛生所 及びダム管

理事務所（台ダム管理事務所を除く。）の庶務を

担当する係長（担当係長を含む。以下この欄にお

いて同じ。）並びに台ダム管理事務所の管理課長

五～七 省略

省略

（会計管理者等の事務の一部委任）

第７条 会計管理者をして出納員に委任させる事務は、次のとおり

とする。

�～� 省略

� 企画振興部政策企画局少子化対策・男女参画課少子化対策推

進グループ担当係長（少子化対策・男女参画課長が指定した者

に限る。）に委任させる事務は、本庁各課又は地方機関に属す

る会計事務のうち、少子化対策・男女参画課が受け入れる子ど

も子育て応援寄附金の収納及び保管に関すること。

� 省略

� 省略

� 省略

�～� 省略

	 教育委員会事務局の教育総務課施設厚生室厚生事業係長 及

び別に任命された出納員に委任させる事務は、当該出納員の所

属する本庁各課又は地方機関に属する会計事務のうち、現金の

収納及び保管に関すること（次号に掲げる会計事 務 を 除

く。）。


 省略

２ 出納員をして現金取扱員及び物品取扱員に委任させる事務は、

次のとおりとする。

�・� 省略

� 室長から第５条第３項の表の左欄に掲げる職員を充てる現金

取扱員のうち徴税吏員及び選挙管理委員会事務局の地方書記長

以外の現金取扱員に委任させる事務は、地方機関に所属する現

金取扱員にあつては当該現金取扱員の所属する地方機関の事務

に係る現金の収納、保管及び繰替払並びに歳入歳出外現金等の

受入れ及び保管並びに入札保証金（これに代えて提供される有

（出納員以外の会計職員）

第５条 省略

２ 省略

３ 別に辞令を用いるもののほか、次表の左欄に掲げる職員は、こ

れらの者が職員に任命されていない場合にあつては、その職にあ

る間に限り、職員に任命されているものとして、その職にある間

同表右欄の職に充てる。

省略 現金取

扱員一～三 省略

四 保健所、四国中央土木事務所、今治土木事務

所、�万高原土木事務所、八幡浜土木事務所、大

洲土木事務所、西予土木事務所、愛南土木事務

所、家畜保健衛生所（支所を含む。）及びダム管

理事務所（台ダム管理事務所を除く。）の庶務を

担当する係長（担当係長を含む。以下この欄にお

いて同じ。）並びに台ダム管理事務所の管理課長

五～七 省略

省略

（会計管理者等の事務の一部委任）

第７条 会計管理者をして出納員に委任させる事務は、次のとおり

とする。

�～� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 保健福祉部生きがい推進局子育て支援課少子化対策・男女参

画室企画グループ担当係長（少子化対策・男女参画室長が指定

した者に限る。）に委任させる事務は、本庁各課又は地方機関

に属する会計事務のうち、子育て支援課が受け入れる子ども子

育て応援寄附金の収納及び保管に関すること。

�～� 省略

	 教育委員会事務局の教育総務課教職員厚生室厚生事業係長及

び別に任命された出納員に委任させる事務は、当該出納員の所

属する本庁各課又は地方機関に属する会計事務のうち、現金の

収納及び保管に関すること（次号に掲げる会計事 務 を 除

く。）。


 省略

２ 出納員をして現金取扱員及び物品取扱員に委任させる事務は、

次のとおりとする。

�・� 省略

� 室長から第５条第３項の表の左欄に掲げる職員を充てる現金

取扱員のうち徴税吏員及び選挙管理委員会事務局の地方書記長

以外の現金取扱員に委任させる事務は、地方機関に所属する現

金取扱員にあつては当該現金取扱員の所属する地方機関の事務

に係る現金の収納、保管及び繰替払並びに歳入歳出外現金等の

受入れ及び保管並びに入札保証金（これに代えて提供される有
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価証券を含む。）の払出し（開札後直ちに還付するものに限

る。）に関すること、予算令達を受けない機関に所属する現金

取扱員にあつては当該現金取扱員の所属する機関の公文書又は

地方公共団体等行政文書の写しの交付に要する費用を負担させ

るために徴収する現金

の収納及び保管に

関すること。

�～� 省略

（愛媛県男女共同参画推進条例施行規則の一部改正）

第２条 愛媛県男女共同参画推進条例施行規則（平成１４年愛媛県規則第１４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�愛媛県規則第２５号
地方公営企業法第３９条第２項の規定により知事が定める職に関する規則及び地方公営企業法第１５条第１項ただし書に規定する主要な職員

を定める規則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和７年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

地方公営企業法第３９条第２項の規定により知事が定める職に関する規則及び地方公営企業法第１５条第１項ただし書に規定する主要な

職員を定める規則の一部を改正する規則

（地方公営企業法第３９条第２項の規定により知事が定める職に関する規則の一部改正）

第１条 地方公営企業法第３９条第２項の規定により知事が定める職に関する規則（昭和４６年愛媛県規則第２３号）の一部を次のように改正す

る。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（地方公営企業法第１５条第１項ただし書に規定する主要な職員を定める規則の一部改正）

第２条 地方公営企業法第１５条第１項ただし書に規定する主要な職員を定める規則（昭和４６年愛媛県規則第２４号）の一部を次のように改正

する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第１５条第１項ただし書

に規定する主要な職員は、次のとおりとする。

価証券を含む。）の払出し（開札後直ちに還付するものに限

る。）に関すること、予算令達を受けない機関に所属する現金

取扱員にあつては当該現金取扱員の所属する機関の公文書又は

地方公共団体等行政文書の写しの交付に要する費用を負担させ

るために徴収する現金（家畜保健衛生所の支所の現金取扱員に

あつては、家畜保健衛生所手数料を含む。）の収納及び保管に

関すること。

�～� 省略

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第１５条第１項ただし書

に規定する主要な職員は、次のとおりとする。

改 正 後 改 正 前

（推進委員の庶務）

第１０条 推進委員の庶務は、企画振興部政策企画局少子化対策・男

女参画課 において処理する。

（参画会議の庶務）

第１６条 参画会議の庶務は、企画振興部政策企画局少子化対策・男

女参画課 において処理する。

（推進委員の庶務）

第１０条 推進委員の庶務は、保健福祉部生きがい推進局子育て支援

課少子化対策・男女参画室において処理する。

（参画会議の庶務）

第１６条 参画会議の庶務は、保健福祉部生きがい推進局子育て支援

課少子化対策・男女参画室において処理する。

改 正 後 改 正 前

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３９条第２項の規定に

より、知事が定める職は、次のとおりとする。

� 病院事業経営企画監

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３９条第２項の規定に

より、知事が定める職は、次のとおりとする。

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

改 正 後 改 正 前
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告 示

訓 令

�愛媛県告示第２７１号
県有林管理経営事業従事者の駐在所の位置、名称及び担当区域

（昭和３７年７月愛媛県告示第５３０号）は、廃止する。

令和７年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

� 病院事業経営企画監

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�愛媛県訓令第３号
庁 中 一 般

愛媛県処務細則の一部を改正する訓令を次のように定める。

令和７年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県処務細則の一部を改正する訓令

愛媛県処務細則（昭和２９年愛媛県訓令第５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

改 正 後 改 正 前

第３条の５ 削除

（人口減少対策統括部長）

第３条の７ 人口減少対策統括部長 は、知事の命を受け、

人口減少対策 の統括に関する業

務を行う。

（課長等）

第１０条 省略

２～４ 省略

５ 省略

６ 省略

７ 省略

８ 省略

９ 省略

第１４条 省略

（政策マネジメント推進幹）

第１４条の２ 政策マネジメント推進幹は、上司の命を受け、政策立

案、政策調整、政策評価、予算編成等に関する事務を調整し、整

理するとともに、当該業務を担当する職員を指揮監督する。

（秘書広報統括監）

第３条の５ 秘書広報統括監は、知事の命を受け、知事及び副知事

の秘書事務並びに広報及び広聴に関する事務の統括に関する業務

を行う。

（少子化対策・女性活躍統括部長）

第３条の７ 少子化対策・女性活躍統括部長は、知事の命を受け、

子育て支援政策、少子化対策及び女性活躍推進の統括に関する業

務を行う。

（課長等）

第１０条 省略

２～４ 省略

５ サイクリング誘客推進監は、上司の命を受け、特命事項を処理

するとともに、サイクリングによる交流人口の拡大及び誘客促進

に関する業務を行う。

６ 省略

７ 省略

８ 省略

９ 省略

１０ 省略

第１４条 省略
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１０

�愛媛県訓令第４号
庁 中 一 般

愛媛県庁事務決裁規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

令和７年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県庁事務決裁規程の一部を改正する訓令

愛媛県庁事務決裁規程（昭和５１年愛媛県訓令第４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（用語の意義）

第２条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それ

ぞれ当該各号に定めるところによる。

� 省略

� 専決 部長、営業本部長、防災安全統括部長

、デジタル変革担当部長、人口減少対策統括部長 、

局長、営業副本部長、出納局長、課長、室長、営業本部マネー

ジャー、原子力安全対策推進監、水資源・ダム政策監、高速道

路推進監、出納員（出納局会計課長及び審査課長並びに総務部

総務管理局行政経営課総務事務管理室長並びに出納局の主幹

（担任事務に限る。）に限る。以下同じ。）又は主幹（担任事

務に限る。）、課長補佐、政策マネジメント推進幹（担任事務

に限る。）若しくは検査班長（担任事務に限る。）（以下「主

幹等」という。）が、常時、知事（出納員にあつては、会計管

理者）に代わつて特に定められた範囲の事務の処理について意

思の決定を行うことをいう。

� 省略

（代決者）

第５条 代決者は、次の表に掲げるとおりとする。

（用語の意義）

第２条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それ

ぞれ当該各号に定めるところによる。

� 省略

� 専決 部長、営業本部長、防災安全統括部長、秘書広報統括

監、デジタル変革担当部長、少子化対策・女性活躍統括部長、

局長、営業副本部長、出納局長、課長、室長、営業本部マネー

ジャー、原子力安全対策推進監、水資源・ダム政策監、高速道

路推進監、出納員（出納局会計課長及び審査課長並びに総務部

総務管理局行政経営課総務事務管理室長並びに出納局の主幹

（担任事務に限る。）に限る。以下同じ。）又は主幹（担任事

務に限る。）、課長補佐

若しくは検査班長（担任事務に限る。）（以下「主

幹等」という。）が、常時、知事（出納員にあつては、会計管

理者）に代わつて特に定められた範囲の事務の処理について意

思の決定を行うことをいう。

� 省略

（代決者）

第５条 代決者は、次の表に掲げるとおりとする。

区分 決裁者
代決者

区分 決裁者
代決者

第１次代決者 第２次代決者 第１次代決者 第２次代決者

知事の

権限に

属する

事務

省略 知事の

権限に

属する

事務

省略

秘書広

報統括

監

政策企画局長

省略 省略

人口減

少対策

統括部

長

政策企画局長 少子化

対策・

女性活

躍統括

部長

生きがい推進局長

省略 省略

省略 省略

２ 省略

別表第１（第４条関係）

２ 省略

別表第１（第４条関係）

省略 省略

備考 １～４ 省略

５ 企画振興部政策企画局地域政策課（交通政策室を除

く。）及び少子化対策・男女参画課に属する事務、企

画振興部デジタル戦略局に属する事務並びに県民環境

備考 １～４ 省略

５ 企画振興部政策企画局秘書課及び広報広聴課

に属する事務、企

画振興部デジタル戦略局に属する事務、 県民環境
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１１

部防災局に属する事務

に係る次に掲げるこの表

の規定の適用については、企画振興部政策企画局地域

政策課（交通政策室を除く。）及び少子化対策・男女

参画課に属する事務にあつては同表決裁区分の欄中

「部長」とあるのは「人口減少対策統括部長」と、企

画振興部デジタル戦略局に属する事務にあつては同欄

中「部長」とあるのは「デジタル変革担当部長」と、

県民環境部防災局に属する事務にあつては同欄中「部

長」とあるのは「防災安全統括部長」

とする。

�～� 省略

６～８ 省略

９ 課長補佐、政策マネジメント推進幹又は検査班長の

担任事務に係るこの表の規定の適用については、同表

決裁区分の欄中「主幹」とあるのは、それぞれ「課長

補佐」、「政策マネジメント推進幹」又は「検査班

長」とする。

１０・１１ 省略

別表第２（第４条関係）

知事の権限に属する総務部関係事務に係る特定決裁事項

部防災局に属する事務並びに保健福祉部生きがい推進

局子育て支援課に属する事務に係る次に掲げるこの表

の規定の適用については、企画振興部政策企画局秘書

課及び広報広聴課

に属する事務にあつては同表決裁区分の欄中

「部長」とあるのは「秘書広報統括監 」と、企

画振興部デジタル戦略局に属する事務にあつては同欄

中「部長」とあるのは「デジタル変革担当部長」と、

県民環境部防災局に属する事務にあつては同欄中「部

長」とあるのは「防災安全統括部長」と、保健福祉部

生きがい推進局子育て支援課に属する事務にあつては

同欄中「部長」とあるのは「少子化対策・女性活躍統

括部長」とする。

�～� 省略

６～８ 省略

９ 課長補佐 又は検査班長の

担任事務に係るこの表の規定の適用については、同表

決裁区分の欄中「主幹」とあるのは、それぞれ「課長

補 佐」 又 は「検 査 班

長」とする。

１０・１１ 省略

別表第２（第４条関係）

知事の権限に属する総務部関係事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

主

幹

部

長

局

長

課

長

主

幹

私

学

文

書

課

１ 私立

学校に

関する

事 務

（他の

主管に

属する

ものを

除

く。）

１ 省略 私

学

文

書

課

１ 私立

学校に

関する

事 務

（他の

主管に

属する

ものを

除

く。）

１ 省略

２ 私立学校法に関すること。 ２ 私立学校法に関すること。

� 私立学校審議会の意見聴

取（第７条第１項、第１９条

第２項、第２４条第２項、第

２５条 第２項、第１０９条 第４

項、第１３３条 第２項、第１１

項、第１３４条第２項、第１３５

条 第２項、第１５２条 第９

項、第１０項）

○ � 私立学校審議会の意見聴

取（第８条第１項、第２６条

第２項、第３１条第２項、第

３２条 第２項、第５０条 第３

項、第６０条 第２項、第１０

項、第６１条第２項、第６２条

第２項、第６４条第７項

）

○

� 準学校法人の寄附行為の

認 可（第２４条 第１項、第

１５２条第６項）

○ � 準学校法人の寄附行為の

認可（第３１条第１項、第６４

条第５項 ）

○

� 準学校法人の解散の認可

又は認定及び合併の認可

（第１０９条第３項、第１２６条

第３項、第１５２条第６項）

○ � 準学校法人の解散の認可

又は認定及び合併の認可

（第５０条第２項、第５２条第

２項、第６４条第５項 ）

○

� 学校法人及び準学校法人

の寄附行為の補充（第２５条

第１項、第１５２条第６項）

○ � 学校法人及び準学校法人

の寄附行為の補充（第３２条

第１項、第６４条第５項 ）

○

� 学校法人及び準学校法人

の解散命令（第１３５条第１

項、第１５２条第６項）

○ � 学校法人及び準学校法人

の 解 散 命 令（第６２条 第１

項、第６４条第５項 ）

○
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１２

３～６ 省略 ３～６ 省略

２～１２

省略

２～１２

省略

別表第３（第４条関係）

知事の権限に属する企画振興部関係事務に係る特定決裁事項

別表第３（第４条関係）

知事の権限に属する企画振興部関係事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

部

長

局

長

課

長

総

合

政

策

課

１～１２

省略

総

合

政

策

課

１～１２

省略

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者

部

長

局

長

室

長

官

民

共

創

推

進

室

１ 官民

共創拠

点の開

設に関

する事

務

１ 官民共創拠点の運営、活用

方法等の検討に関すること。

� 特に重要なもの 〇

� 重要なもの 〇

� 軽易なもの 〇

２ 官民共創拠点の設備工事調

整等に関すること。

� 特に重要なもの 〇

� 重要なもの 〇

� 軽易なもの 〇

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者

知

事

専決者

人

口

減

少

対

策

統

括

部

長

局

長

課

長

部

長

局

長

課

長

地

域

政

策

課

１～１１

省略

地

域

政

策

課

１～１１

省略
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組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

室

長

部

長

局

長

室

長

交

通

政

策

室

１～３

省略

交

通

政

策

室

１～３

省略

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者

人

口

減

少

対

策

統

括

部

長

局

長

課

長

主

幹

少

子

化

対

策

・

男

女

参

画

課

１ 男女

共同参

画社会

づくり

の総合

企画、

総合調

整及び

推進に

関する

事務

１ 男女共同参画社会づくりの

企画に関すること。

○

２ 男女共同参画に関する問題

の連絡調整に関すること。

○

３ 男女共同参画に関する問題

の調査研究に関すること。

○

４ 男女共同参画に関する施策

の実施に関すること。

○

２ 愛媛

県男女

共同参

画推進

条例の

施行に

関する

事務

１ 基本計画の策定及び変更

（第９条第１項、第４項、第

５項）

○

２ 年次報告書の作成及び公表

（第１６条）

○

３ 男女共同参画の状況等に関

する公表及び情報の提供等

（第２０条第２項、第３項）

○

４ 男女共同参画会議に関する

こと。

○

組

織
事務の

事 項

決裁区分

組

織
事務の

事 項

決裁区分

知

専決者

知

専決者

秘

書

広
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名 種 類 事 部

長

局

長

課

長

名 種 類 事 報

統

括

監

局

長

課

長

秘

書

課

１ 省略 秘

書

課

１ 省略

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者

知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

主

幹

秘

書

広

報

統

括

監

局

長

課

長

主

幹

広

報

広

聴

課

１～９

省略

広

報

広

聴

課

１～９

省略

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者

知

事

専決者

デ

ジ

タ

ル

変

革

担

当

部

長

局

長

課

長

主

幹

デ

ジ

タ

ル

変

革

担

当

部

長

局

長

課

長

主

幹

ス

マ

ー

ト

行

政

推

進

課

１ 庁内

業務改

革 の

推進に

関する

事務

１ 庁内業務改革 の推進に関

すること。

ス

マ

ー

ト

行

政

推

進

課

１ 庁内

働き方

改革の

推進に

関する

事務

１ 庁内働き方改革の推進に関

すること。

�～� 省略 �～� 省略

２～７

省略

２～７

省略

別表第４（第４条関係）

知事の権限に属する観光スポーツ文化部関係事務に係る特定決裁

事項

別表第４（第４条関係）

知事の権限に属する観光スポーツ文化部関係事務に係る特定決裁

事項
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１５

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

部

長

局

長

課

長

競

技

ス

ポ

ー

ツ

課

１ 競技

力向上

対策に

関する

事務

１ 国民スポーツ大会への選手

団の派遣に関すること。

○ 競

技

ス

ポ

ー

ツ

課

１ 競技

力向上

対策に

関する

事務

１ 国民体育大会 への選手

団の派遣に関すること。

○

２・３ 省略 ２・３ 省略

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

部

長

局

長

課

長

文

化

振

興

課

１～３

省略

文

化

振

興

課

１～３

省略

４ 国民

文化祭

に関す

る事務

１ 国民文化祭の開催準備に関

すること。

４ 国民

文化祭

に関す

る事務
� 特に重要なもの 〇

� 重要なもの 〇

� 軽易なもの 〇

２ 省略 １ 省略

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

部

長

局

長

課

長

自

転

車

新

文

化

推

進

課

１～３

省略

自

転

車

新

文

化

推

進

課

１～３

省略

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者

部

長

局

長

室

長

自

転

車

国

１ 自転

車国際

会議に

関する

１ 自転車国際会議の開催準備

に関すること。

� 特に重要なもの ○

� 重要なもの ○
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１６

際

会

議

推

進

室

事務 � 軽易なもの ○

別表第５（第４条関係）

知事の権限に属する県民環境部関係事務に係る特定決裁事項

別表第５（第４条関係）

知事の権限に属する県民環境部関係事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

主

幹

部

長

局

長

課

長

主

幹

県

民

生

活

課

１・２

省略

県

民

生

活

課

１・２

省略

３ 愛媛

県消費

生活条

例の施

行に関

する事

務

１～１２ 省略 ３ 愛媛

県消費

生活条

例の施

行に関

する事

務

１～１２ 省略

１３ 公表の通知（愛媛県消費生

活条例施行規則第２４条第１

項）

○ １３ 公表の通知（愛媛県消費生

活条例施行規則第２５条第１

項）

○

１４・１５ 省略 １４・１５ 省略

４～２２

省略

４～２２

省略

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

主

幹

部

長

局

長

課

長

主

幹

環

境

・

ゼ

ロ

カ

ー

ボ

ン

推

進

課

１～１８

省略

環

境

・

ゼ

ロ

カ

ー

ボ

ン

推

進

課

１～１８

省略

１９ 地球

温暖化

対策の

推進に

関する

法律の

施行に

関する

事務

１ 実行計画に関すること。 １９ 地球

温暖化

対策の

推進に

関する

法律の

施行に

関する

事務

１ 実行計画に関すること。

� 省略 � 省略

� 策定及び変更に係る関係

地方公共団体の意見聴取

（第２１条第１２項、第１５項）

○ � 策定及び変更に係る関係

地方公共団体の意見聴取

（第２１条第７項、第９項）

○

� 策定及び変更の公表（第

２１条第１４項、第１５項）

○ � 策定及び変更の公表（第

２１条第８項、第９項）

○

� 実行計画に基づく措置等

の実施状況の公表（第２１条

第１６項）

○ � 実行計画に基づく措置等

の実施状況の公表（第２１条

第１０項）

○

� 関係行政機関の長等に対

する協力の要請及び意見の

陳述（第２１条第１７項）

○ � 関係行政機関の長等に対

する協力の要請及び意見の

陳述（第２１条第１１項）

○

２ 省略 ２ 省略

３ 県地球温暖化防止活動推進

センターに関すること。

� 指定（第３８条第１項） ○
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１７

� 改 善 命 令（第３８条 第４

項）

○

� 指定の取消し（第３８条第

５項）

○

２０～２９

省略

２０～２９

省略

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

主

幹

部

長

局

長

課

長

主

幹

循

環

型

社

会

推

進

課

１～８

省略

循

環

型

社

会

推

進

課

１～８

省略

９ 愛媛

県産業

廃棄物

適正処

理指導

要 綱

（平成

３年８

月愛媛

県告示

第１２８８

号）の

施行に

関する

事務

１ 県外産業廃棄物の処理の事

前協議（第６条ただし書、第

７条第２項、第３項）

○

２ 廃棄物の処理及び清掃に関

する法律第１５条第４項に規定

する産業廃棄物処理施設の設

置及び変更の事前協議（第７

条第３項、第１１条第１項、第

２項、第５項）

○

３ 廃棄物の処理及び清掃に関

する法律第１５条第４項に規定

する産業廃棄物処理施設の設

置及び変更の指示（第１１条第

３項、第４項）

○

４ 必要な措置の勧告（第１６条

第１項）

○

５ 違反行為の停止命令（第１６

条第２項）

ア 廃棄物の処理及び清掃に

関する法律第１５条第４項に

規定する産業廃棄物処理施

設の設置及び変更の事前協

議に係るもの

○

イ ア以外のもの ○

６ 命令に従わない者の公表

（第１６条第３項）

○

別表第６（第４条関係）

知事の権限に属する保健福祉部関係事務に係る特定決裁事項

別表第６（第４条関係）

知事の権限に属する保健福祉部関係事務に係る特定決裁事項
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１８

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

主

幹

部

長

局

長

課

長

主

幹

薬

務

衛

生

課

１～２５

省略

薬

務

衛

生

課

１～２５

省略

２６ 愛媛

県公衆

衛生獣

医師確

保修学

資金等

貸与条

例の施

行に関

する事

務

１ 貸費生の採用（第２条） ○

２ 修学資金等の貸与の取消し

（第４条）

○

３ 修学資金等の貸与の休止の

決定（第５条）

○

４ 修学資金等の返還の債務の

当然免除の決定（第６条）

○

５ 修学資金等の返還に関する

指示（第７条）

○

６ 修学資金等の返還の債務の

裁量免除の決定（第８条）

○

７ 修学資金等の返還猶予の決

定（第９条）

○

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者

知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

主

幹

少

子

化

対

策

・

女

性

活

躍

統

括

部

長

局

長

課

長

主

幹

子

育

て

支

援

課

１ 次世

代育成

支援対

策推進

法の施

行に関

する事

務

１ 行動計画に関すること。 子

育

て

支

援

課

� 策定及び公表（第９条第

１項、第５項）

○

� 措置の実施状況の公表

（第９条第６項）

○

２ 都道府県地域協議会の設置

（第２１条）

○

２ 省略 １ 省略
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１９

３ 省略 ２ 省略

４ 省略 ３ 省略

５ 省略 ４ 省略

６ 省略 ５ 省略

７ 省略 ６ 省略

８ 省略 ７ 省略

９ 子ど

も・子

育て支

援法の

施行に

関する

事務

１～４ 省略 ８ 子ど

も・子

育て支

援法の

施行に

関する

事務

１～４ 省略

５ 特定教育・保育提供者の業

務管理体制の整備に関するこ

と。

５ 特定教育・保育提供者の業

務管理体制の整備に関するこ

と。

� 省略 � 省略

� 報告等に係る要求の処理

（第５６条第３項、第４項）

○

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 措 置 命 令（第５７条 第３

項、第４項）

○

６ 市町村子ども・子育て支援

事業計画に係る協議（第６１条

第９項）

○ ６ 教育・保育情報に関するこ

と。

� 調査の実施（第５８条第３

項）

○

� 報告等の命令（第５８条第

４項、第５項）

○

７ 都道府県子ども・子育て支

援事業支援計画に関するこ

と。

� 策定及び変更（第６２条第

１項）

○

� 愛媛県子ども・子育て会

議の意見聴取（第６２条第５

項）

○

� 内閣総理大臣への提出

（第６２条第６項）

○

８ 省略 ７ 省略

１０ 私立

幼稚園

に関す

る事務

（他の

主管に

属する

ものを

除

く。）

１ 学校教育法に関すること。 ９ 私立

幼稚園

に関す

る事務

（他の

主管に

属する

ものを

除

く。）

１ 学校教育法に関すること。

� 設置、廃止及び設置者の

変 更 の 認 可（第４条 第１

項）

○

� 省略 � 省略

� 校長の届出の受理（第１０

条）

○

� 省略 � 省略

� 設備、授業等の変更命令

（第１４条）

○
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２０

２ 私立学校法に関すること

（幼稚園以外の学校を設置す

る学校法人に係るものを除

く。）。

２ 私立学校法に関すること

（幼稚園以外の学校を設置す

る学校法人に係るものを除

く。）。

� 私立学校審議会の意見聴

取（第７条第１項、第１９条

第２項、第２４条第２項、第

２５条 第２項、第１０９条 第４

項、第１３３条 第２項、第１１

項、第１３４条第２項、第１３５

条第２項）

○ � 私立学校審議会の意見聴

取（第８条第１項、第２６条

第２項、第３１条第２項、第

３２条 第２項、第５０条 第３

項、第６０条 第２項、第１０

項、第６１条第２項、第６２条

第２項 ）

○

� 学校法人の寄附行為の認

可（第３１条第１項）

○

� 学校法人の解散の認可又

は認定及び合併の認可（第

５０条 第２項、第５２条 第２

項）

○

� 学校法人の寄附行為の補

充（第２５条第１項）

○ � 学校法人の寄附行為の補

充（第３２条第１項）

○

� 学校法人の収益事業の種

類の決定及び停止命令（第

２６条 第２項、第６１条 第１

項）

○

� 学校法人の寄附行為の変

更 の 認 可（第１０８条 第３

項）

○ � 学校法人の寄附行為の変

更 の 認 可 （ 第４５条 第 １

項）

○

� 学校法人に対する措置命

令（第６０条第１項）

○

� 学校法人に対する役員

の解任の勧告（第６０条第９

項）

○

� 学校法人の解散命令（第

１３５条第１項）

○ 	 学校法人の解散命令（第

６２条第１項 ）

○


 学校法人に対する報告の

徴収及び立入検査（第６３条

第１項）

○

１１ 省略 １０ 省略

１２ 省略 １１ 省略

１３ 省略 １２ 省略

１４ 省略 １３ 省略

１５ 省略 １４ 省略

決裁区分

専決者

少

子

化

対

策
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２１

組

織

名

事務の

種 類
事 項 知

事

・

女

性

活

躍

統

括

部

長

局

長

室

長

主

幹

少

子

化

対

策

・

男

女

参

画

室

１ 次世

代育成

支援対

策推進

法の施

行に関

する事

務

１ 行動計画に関すること。

� 策定及び公表（第９条第

１項、第５項）

○

� 措置の実施状況の公表

（第９条第６項）

○

２ 都道府県地域協議会の設置

（第２１条）

○

２ 子ど

も・子

育て支

援法の

施行に

関する

事務

１ 市町村子ども・子育て支援

事業計画に係る協議（第６１条

第９項）

○

２ 都道府県子ども・子育て支

援事業支援計画に関するこ

と。

� 策定及び変更（第６２条第

１項）

○

� 愛媛県子ども・子育て会

議の意見聴取（第６２条第５

項）

○

� 内閣総理大臣への提出

（第６２条第６項）

○

３ 男女

共同参

画社会

づくり

の総合

企画、

総合調

整及び

推進に

関する

事務

１ 男女共同参画社会づくりの

企画に関すること。

○

２ 男女共同参画に関する問題

の連絡調整に関すること。

○

３ 男女共同参画に関する問題

の調査研究に関すること。

○

４ 男女共同参画に関する施策

の実施に関すること。

○

４ 愛媛

県男女

共同参

画推進

条例の

施行に

関する

事務

１ 基本計画の策定及び変更

（第９条第１項、第４項、第

５項）

○

２ 年次報告書の作成及び公表

（第１６条）

○

３ 男女共同参画の状況等に関

する公表及び情報の提供等

（第２０条第２項、第３項）

○
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２２

４ 男女共同参画会議に関する

こと。

○

別表第８（第４条関係）

知事の権限に属する農林水産部関係事務に係る特定決裁事項

別表第８（第４条関係）

知事の権限に属する農林水産部関係事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

室

長

部

長

局

長

室

長

農

地

・

担

い

手

対

策

室

１～５

省略

農

地

・

担

い

手

対

策

室

１～５

省略

６ 農業

振興地

域の整

備に関

する法

律の施

行に関

する事

務

１ 農用地等の確保等に関する

基本指針に対する意見の具申

（第３条の２第４項）

○ ６ 農業

振興地

域の整

備に関

する法

律の施

行に関

する事

務

１ 農用地等の確保等に関する

基本指針に対する意見の具申

（第３条の２第３項）

○

２ 関係市町の意見の聴取（第

３条の２第５項）

○ ２ 関係市町の意見の聴取（第

３条の２第４項）

○

３・４ 省略 ３・４ 省略

５ 農業振興地域の指定、区域

の変更及び指定の解除に関す

ること（第６条第１項、第４

項 か ら 第６項 ま で、第７

条）。

５ 農業振興地域の指定、区域

の変更及び指定の解除に関す

ること（第６条第１項、第４

項 か ら 第６項 ま で、第７

条）。

� 指定、区域の変更及び指

定の解除（�に掲げるもの

を除く。）

○

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

６・７ 省略 ６・７ 省略

７～１２

省略

７～１２

省略

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

部

長

局

長

課

長

農

業

経

済

課

１ 農業

協同組

合法の

施行に

関する

事務

１～９ 省略 農

業

経

済

課

１ 農業

協同組

合法の

施行に

関する

事務

１～９ 省略

１０ 農協の解散等の登記の嘱託

（組合等登記 令 第１４条 第３

項、第４項）

○ １０ 農協の解散等の登記の嘱託

（組合等登記 令 第１４条 第４

項、第５項）

○

１１ 省略 １１ 省略

２～９

省略

２～９

省略

１０ 系統

等民間

資金を

原資と

する中

山間地

１～５ 省略 １０ 系統

等民間

資金を

原資と

する中

山間地

１～５ 省略
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２３

域活性

化資金

の円滑

な融通

のため

のガイ

ドライ

ン（平

成１７年

４月１

日付け

農林水

産省農

村振興

局長通

知）の

施行に

関する

事 務

（農業

経済課

以外の

課で当

該事務

を処理

する場

合を除

く。）

域活性

化資金

の融通

に関す

る措置

要 綱

（平成

２年６

月７日

付け農

林水産

事務次

官通知

）の

施行に

関する

事 務

（農業

経済課

以外の

課で当

該事務

を処理

する場

合を除

く。）

１１～１３

省略

１１～１３

省略

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

部

長

局

長

室

長

全

国

植

樹

祭

推

進

課

１ 省略 全

国

植

樹

祭

推

進

室

１ 省略

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者

部

長

局

長

室

長

行

幸

１ 第７６

回全国

１ 第７６回全国植樹祭の行幸啓

に関すること。
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２４

啓

室

植樹祭

の行幸

啓に関

する事

務

� 特に重要なもの ○

� 重要なもの ○

� 軽易なもの ○

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

部

長

局

長

課

長

漁

政

課

１ 省略 漁

政

課

１ 省略

２ 水産

業協同

組合法

の施行

に関す

る事務

１ 省略 ２ 水産

業協同

組合法

の施行

に関す

る事務

１ 省略

２ 水産業協同組合の監督処分

に関すること。

２ 水産業協同組合の監督処分

に関すること。

�・� 省略 �・� 省略

� 解散の登記の嘱託（組合

等登記令第１４条第３項、第

４項）

○ � 解散の登記の嘱託（組合

等登記令第１４条第４項、第

５項）

○

３～９

省略

３～９

省略

１０ 系統

等民間

資金を

原資と

する中

山間地

域活性

化資金

の円滑

な融通

のため

のガイ

ドライ

ン（平

成１７年

４月１

日付け

農林水

産省農

村振興

局長通

知）の

施行に

関する

事 務

（漁政

課以外

の課で

当該事

務を処

１～５ 省略 １０ 系統

等民間

資金を

原資と

する中

山間地

域活性

化資金

の融通

に関す

る措置

要 綱

（平成

２年６

月７日

付け農

林水産

事務次

官通知

）の

施行に

関する

事 務

（漁政

課以外

の課で

当該事

務を処

１～５ 省略
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２５

理する

場合を

除

く。）

理する

場合を

除

く。）

１１ 省略 １１ 省略

別表第９（第４条関係）

知事の権限に属する土木部関係事務に係る特定決裁事項

別表第９（第４条関係）

知事の権限に属する土木部関係事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

部

長

局

長

課

長

建

築

住

宅

課

１ 建築

基準法

の施行

に関す

る事務

１ 建築主事及び建築審査会に

関すること。

建

築

住

宅

課

１ 建築

基準法

の施行

に関す

る事務

１ 建築主事及び建築審査会に

関すること。

� 省略 � 省略

� 建築審査会に対する諮問

に係る措置（第３条第１項

第３号、第４号、第１２条第

２項、第４項、第４２条第６

項、第４３条第２項第２号、

第４４条第１項第２号、第２

項、第４６条 第１項、第４７

条、第４８条第１５項、第５２条

第１５項、第５３条第９項、第

５３条の２第４項、第５５条第

５項、第５６条の２第１項、

第５７条の４第２項、第５８条

第３項、第５９条第５項、第

５９条の２第２項、第６０条の

２第７項、第６０条の２の２

第５項、第６０条 の３第４

項、第６７条第１０項、第６８条

第６項、第６８条 の３第５

項、第６８条 の５の３第３

項、第６８条の７第２項、第

６項、第８５条第８項、第８６

条第５項、第８６条の２第５

項、第８７条の３第８項）

○ � 建築審査会に対する諮問

に係る措置（第３条第１項

第３号、第４号、第１２条第

２項、第４項、第４２条第６

項、第４３条第２項第２号、

第４４条第１項第２号、第２

項、第４６条 第１項、第４７

条、第４８条第１５項、第５２条

第１５項、第５３条第９項、第

５３条の２第４項、第５５条第

４項、第５６条の２第１項、

第５７条の４第２項

、第５９条第５項、第

５９条の２第２項、第６０条の

２第７項

、第６７条第１０項、第６８条

第６項、第６８条 の３第５

項、第６８条 の５の３第３

項、第６８条の７第２項、第

６項、第８５条第７項、第８６

条第５項、第８６条の２第５

項、第８７条の３第７項）

○

２ 建築物の構造計算適合性判

定に係る専門的識見者に対す

る意見の聴取（第６条の３第

３項、第１８条第７項）

○ ２ 違反建築物の措置等に関す

ること。

� 維持保全に関する準則又

は計画の作成対象の指定

（第８条第２項第２号）

○

� 違反建築物に対する措置

（第９条第４項、第５項、

第８項、第９項、第１１項、

第９条の３）

○
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２６

� 保安上危険又は衛生上有

害である建築物に対する措

置（第９条第４項、第５

項、第８項、第９項、第１１

項、第１０条第４項）

○

� 公益上著しく支障がある

建築物に対する措置（第１１

条第１項）

○

� 定期報告対象の指定（第

１２条第１項、第３項）

○

� 定期点検対象の除外の指

定（第１２条第２項、第４

項）

○

� 報告の徴収及び立入検査

等（第１２条第５項から第７

項まで）

○

３ 建築物の敷地、構造及び建

築設備に関すること。

� 保存建築物の指定及び国

宝、重要文化財等の建築物

の再現に係る認定（第３条

第１項第３号、第４号）

○

� 構造計算適合性判定に係

る専門的識見者に対する意

見の聴取（第６条の３第３

項、第１８条第６項）

○

� 構造計算適合性判定結果

通知書等の交付（第６条の

３第４項から第６項まで、

第１８条第７項から第９項ま

で）

○

� 特定工程等の指定（第７

条の３第１項第２号、第６

項）

○

� 都道府県知事又は国土交

通大臣の勧告、助言及び援

助（第１４条）

○

� 建築統計の作成及び送付

（第１５条）

○

� 国土交通大臣又は都道府

県知事への報告（第１６条）

○

� 特定行政庁等に対する指

示等（第１７条第３項、第１０

項）

○

	 敷地と道路との関係の特

例認定及び許可（第４３条第

２項）

○


 道路内の建築制限許可及

び認定（第４４条第１項第２

号から第４号まで）

○
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２７

� 私道の変更又は廃止の禁

止及び制限に係る措置（第

９条第４項、第５項、第４５

条）

○

� 壁面線の指定（第４６条） ○

� 壁面線による建築制限許

可（第４７条）

○

� 用途地域等内の建築制限

許可（第４８条）

○

� 卸売市場等の用途に供す

る特殊建築物の許可（第５１

条）

○

� 容積率の制限許可（第５２

条 第１０項、第１１項、第１４

項）

○

� 建蔽率の制限許可（第５３

条第４項、第５項、第６項

第３号）

○

� 敷地面積の最低限度の制

限許可（第５３条の２第１項

第３号、第４号）

○

	 第１種低層住居 専 用 地

域、第２種低層住居専用地

域及び田園住居地域におけ

る建築物の高さの制限の緩

和認定及び許可（第５５条第

２項、第３項）

○


 日影による中高層建築物

の高さの制限許可（第５６条

の２第１項ただし書）

○

� 高架の工作物内に設ける

建築物等に対する高さの制

限に係る適用除外の認定

（第５７条第１項）

○

� 特例容積率の限度の指定

及び取消し（第５７条の２第

３項、第４項、第５７条の３

第２項、第３項）

○

 特例容積率適用地区にお

ける建築物の高さの制限許

可（第５７条の４第１項ただ

し書）

○

� 高度利用地区における制

限許可（第５９条第１項第３

号、第４項）

○

� 敷地内に広い空地を有す

る建築物の容積率、高さの

制限許可（第５９条の２）

○
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２８

� 都市再生特別地区におけ

る制限許可（第６０条の２第

１項第３号）

○

� 特定防災街区整備地区に

おける制限許可（第６７条第

３項 第２号、第５項 第２

号、第９項第２号）

○

� 景観地区における制限許

可及び認定（第６８条第１項

第２号、第２項第２号、第

３項第２号、第５項）

○

� 再開発等促進地区等の制

限の緩和認定及び許可（第

６８条の３第１項から第４項

まで）

○

� 地区計画等区域内におけ

る容積率の特例認定（第６８

条の４）

○

� 特定建築物地区整備計画

等の区域の建築物の容積率

の特例（第６８条の５の２）

○

� 地区計画等区域内におけ

る建築物の高さの制限許可

（第６８条の５の３第２項）

○

� 地区計画等区域内におけ

る容積率及び建築物の高さ

の制限の特例認定（第６８条

の５の５）

○

	 地区計画等区域内におけ

る建築面積の特例認定（第

６８条の５の６）

○


 予定道路の指定（第６８条

の７第１項）

○

� 予定道路を前面道路とみ

なす建築物の許可（第６８条

の７第５項）

○

� 総合的設計による一団地

の建築物の措置（第８６条、

第８６条の２第１項から第３

項まで、第６項、第８６条の

５第１項、第４項、第８６条

の６第２項）

○

 全体計画の認定及び取消

し等（第８６条の８第１項、

第３項から第６項まで、第

８７条の２）

○
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� 工事中の特殊建築物等に

対 す る 措 置（第９条 第４

項、第５項、第８項、第９

項、第１１項、第９０条の２第

２項）

○

４ 区域等の指定及び数値等の

決定等に関すること。

� 建築物の確認の申請除外

区域の指定（第６条第１項

第４号）

○

� 建築物の確認の申請を要

する区域の指定（第６条第

１項第４号）

○

� 防火地域等以外の市街地

の区域の指定及び意見の聴

取（第２２条）

○

� 地方の気候等により必要

と認める区域の指定（第４２

条第１項）

○

� 計画道路の指定（第４２条

第１項第４号）

○

� 道路とみなす道の指定

（第４２条第２項、第４項）

○

� 避難及び通行の安全上支

障がないことの認定（第４２

条第２項）

○

	 水平距離の指定（第４２条

第３項）

○


 用途地域の指定のない区

域等における建築物に係る

容積率等の区域の指定及び

数値の決定（第５２条第１項

第７号、第２項第３号、第

５３条第１項第６号）

○

� 第１種中高層住居専用地

域等における区域の指定

（第５２条第２項第２号）

○

� 一定の住居系建築物の容

積率緩和に係る区域の指定

及び数値の決定（第５２条第

８項）

○

 角地の建ぺい率制限緩和

に係る敷地の指定（第５３条

第３項第２号）

○

� 建築物の各部分の高さ制

限の適用除外区域の指定

（第５６条第１項第２号）

○
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３０

� 第１種中高層住居専用地

域等における区域の指定及

び数値の決定（第５６条第１

項第２号イ、ニ）

○

� 前面道路との関係につい

ての建築物の各部分の高さ

制限における区域の指定及

び数値の決定（法別表第３

の５項、備考第３号）

○

� 非常災害区域等の指定

（第８５条第１項）

○

５ 仮設興行場等に対する許可

（第８５条第６項）

○

６ 建築物の一時的な用途変更

の許可（第８７条の３第６項）

○

７ 指定確認検査機関に関する

こと。

� 指 定（第６条 の２第１

項、第７条の２第１項、第

７７条の２１第１項、第８７条第

１項、第８７条の４、第８８条

第１項、第２項）

○

� 意見の聴取（第７７条の１８

第３項、第７７条 の２２第３

項、第７７条の２３第２項）

○

� 指 定 の 更 新（第７７条 の

２３）

○

� 名称等の変更の届出の処

理（第７７条の２１第２項、第

３項）

○

� 業務区域の増加の認可

（第７７条の２２第１項、第４

項）

○

	 業務区域の減少の届出の

処理（第７７条の２２第２項、

第４項）

○


 確認検査員の選任及び解

任の届出の受理（第７７条の

２４第３項）

○

� 確認検査員の解任命令

（第７７条の２４第４項）

○

� 確認検査業務規程の認可

（第７７条の２７第１項）

○

 確認検査業務規程の変更

認可（第７７条の２７第１項）

ア 重要なもの ○

イ 軽易なもの ○

� 確認検査業務規程の変更

命令（第７７条の２７第３項）

○
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３１

� 監督命令（第７７条の３０） ○

� 報告の徴収及び立入検査

（第７７条の３１第１項、第２

項）

○

� 報告（第７７条の３１第３

項）

○

� 業務の停止命令等（第７７

条の３１第４項）

○

� 照会及び指示（第７７条の

３２）

○

� 確認検査業務の休止又は

廃止の届出の処理（第７７条

の３４第１項、第３項）

○

� 指定の取消し等（第７７条

の３５）

○

８ 指定構造計算適合性判定機

関に関すること。

� 指定（第１８条の２第１

項、第７７条の３５の５第１

項）

○

	 委任（第１８条の２第１

項、第７７条の３５の８第１

項）

○


 業務区域の変更の認可

（第７７条の３５の６第１項、

第４項）

○

� 指定の更新（第７７条の３５

の７第１項）

○

� 名称等の変更の届出の処

理（第７７条の３５の５第２

項、第３項、第７７条の３５の

８第２項から第４項まで）

○

 構造計算適合性判定員の

選任及び解任の届出の受理

（第７７条の３５の９第３項）

○

� 構造計算適合性判定員の

解任命令（第７７条の３５の９

第４項）

○

� 構造計算適合性判定業務

規程の認可（第７７条の３５の

１２第１項）

○

� 構造計算適合性判定業務

規程の変更認可（第７７条の

３５の１２第１項）

ア 重要なもの ○

イ 軽易なもの ○

� 構造計算適合性判定業務

規程の変更命令（第７７条の

３５の１２第３項）

○
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３２

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

� 監督命令（第７７条の３５の

１６）

○

� 報告の徴収及び立入検査

（第７７条の３５の１７第１項）

○

� 報告（第７７条の３５の１７第

２項）

○

� 構造計算適合性判定業務

の休止又は廃止の許可（第

７７条の３５の１８第１項、第５

項）

○

� 指定の取消し等（第７７条

の３５の１９）

○

� 委任の解除（第７７条の３５

の２０）

○

２～２１

省略

２～２１

省略
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○愛媛県訓令第５号

� 庁 中 一 般　
� 地 方 局　
　愛媛県地方局処務規程の一部を改正する訓令を次のように定める。
　　令和７年４月１日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　愛媛県知事　中　村　時　広　　　　　

愛媛県地方局処務規程の一部を改正する訓令

　愛媛県地方局処務規程（昭和56年愛媛県訓令第40号）の一部を次のように改正する。
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

　（地方局長に対する事務の委任）

第13条　省略

２　地方局長に委任する事務のうち、地域産業振興部及び支局に関

するものは、別に定めるものを除くほか、次に掲げるとおりとす

る。

⑴～㉓の３　省略

㉓の４　愛媛県消費生活条例施行規則第25条第２項の規定に基づ

く処理の経過及び結果の通知に関すること。

㉓の５～ 216　省略

３　省略

４　地方局長に委任する事務のうち、農林水産振興部に関するもの

は、別に定めるものを除くほか、次に掲げるとおりとする。

⑴～⑷の17　省略

⑷の18　組合等登記令第14条第３項及び第４項の規定に基づく農

事組合法人の解散等の登記の嘱託に関すること。

⑷の18の２～㉜の２　省略

㉜の３　次に掲げる補助金等に係る愛媛県補助金等交付規則第５
条から第７条（同規則第９条第３項及び第17条第４項において

準用する場合を含む。）まで、第８条第１項、第９条第１項、

第11条、第12条第１項及び第２項、第13条（同規則第15条第２�

項において準用する場合を含む。）、第14条、第15条第１項、�

第16条、第17条第１項、第18条、第21条並びに第24条の規定に�

基づく知事の権限に属する事務に関すること。

ア～サ　省略

シ　知事の承認を得た鳥獣害防止施設整備強化事業費補助金

ス～ツ　省略

㉝～�　省略

５　地方局長に委任する事務のうち、建設部に関するものは、別に

定めるものを除くほか、次に掲げるものとする。

⑴～�　省略

�の２　建築基準法第６条の２第５項の規定に基づく確認審査報

告書及び同法第18条第18項の規定に基づく審査報告書の受理に

関すること。

�の３　建築基準法第６条の２第６項及び第18条第19項の規定に

基づく建築基準関係規定不適合の通知に関すること。

�の４　建築基準法第７条の２第６項及び第18条第27項の規定に

基づく完了検査報告書の受理に関すること。

�の５　建築基準法第７条の４第６項及び第18条第36項の規定に

基づく中間検査報告書の受理に関すること。

�　建築基準法第７条の６第１項第１号及び第２号並びに第18条

第38項第１号及び第２号の規定に基づく検査済証の交付前にお

　（地方局長に対する事務の委任）

第13条　省略

２　地方局長に委任する事務のうち、地域産業振興部及び支局に関

するものは、別に定めるものを除くほか、次に掲げるとおりとす

る。

⑴～㉓の３　省略

㉓の４　愛媛県消費生活条例施行規則第26条第２項の規定に基づ

く処理の経過及び結果の通知に関すること。

㉓の５～ 216　省略

３　省略

４　地方局長に委任する事務のうち、農林水産振興部に関するもの

は、別に定めるものを除くほか、次に掲げるとおりとする。

⑴～⑷の17　省略

⑷の18　組合等登記令第14条第４項及び第５項の規定に基づく農

事組合法人の解散等の登記の嘱託に関すること。

⑷の18の２～㉜の２　省略

㉜の３　次に掲げる補助金等に係る愛媛県補助金等交付規則第５
条から第７条（同規則第９条第３項及び第17条第４項において

準用する場合を含む。）まで、第８条第１項、第９条第１項、

第11条、第12条第１項及び第２項、第13条（同規則第15条第２�

項において準用する場合を含む。）、第14条、第15条第１項、�

第16条、第17条第１項、第18条、第21条並びに第24条の規定に�

基づく知事の権限に属する事務に関すること。

ア～サ　省略

シ　知事の承認を得た鳥獣害防止施設整備事業費補助金　　

ス～ツ　省略

㉝～�　省略

５　地方局長に委任する事務のうち、建設部に関するものは、別に

定めるものを除くほか、次に掲げるものとする。

⑴～�　省略

�の２　建築基準法第６条の２第５項の規定に基づく確認審査報

告書 の受理に

関すること。

�の３　建築基準法第６条の２第６項 の規定に

基づく建築基準関係規定不適合の通知に関すること。

�の４　建築基準法第７条の２第６項 の規定に

基づく完了検査報告書の受理に関すること。

�の５　建築基準法第７条の４第６項 の規定に

基づく中間検査報告書の受理に関すること。

�　建築基準法第７条の６第１項第１号及び第２号並びに第18条

第24項第１号及び第２号の規定に基づく検査済証の交付前にお

改 正 後 改 正 前
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ける建築物の仮使用の認定に関すること。

�の２　建築基準法第７条の６第３項及び第18条第39項の規定に

基づく仮使用認定報告書の受理に関すること。

�の３　建築基準法第７条の６第４項及び第18条第40項の規定に

基づく基準不適合の通知に関すること。

�　省略

�　建築基準法第９条第７項（同法第10条第４項及び第90条の２

第２項において準用する場合を含む。）及び第10項並びに第85

条第３項、第５項（同条第８項ただし書に規定する応急仮設建

築物に係る部分に限る。）及び第６項の規定に基づく権限を行

うこと。

�～�の４　省略

�の５　建築基準法第18条第41項の規定に基づく国の機関の長等

に対する通知及び要請に関すること。

�の６～�の９　省略

�の９の２　建築基準法第87条の３第３項、第５項（同条第８項

ただし書に規定する災害救助用建築物及び公益的建築物に係る

部分に限る。）及び第６項の規定に基づく建築物の一時的な用

途変更の許可に関すること。

�の10～�の61の２　省略

�の61の３　建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律

（以下「建築物省エネ法」という。）第７条の規定に基づく指

導及び助言に関すること。

�の61の４　建築物省エネ法第11条第１項及び第２項並びに第12�

条第２項及び第３項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能

適合性判定に関すること。

�の61の５　建築物省エネ法第11条第３項及び第５項並びに第12�

条第４項及び第６項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能

適合性判定に係る通知書の交付に関すること。

�の61の６　建築物省エネ法第11条第４項及び第12条第５項の規�

定に基づく期間の延長及び延長に係る通知書の交付に関するこ

と。

�の61の７　建築物省エネ法第13条第１項　　　　　　　　　　

　　　　　の規定に基づく必要な措置の命令に関すること。

�の61の８　建築物省エネ法第13条第２項の規定に基づく必要な

措置の要請に関すること。

�の61の９から�の61の11まで　削除

�の61の12　建築物省エネ法第15条第１項　　　　　　　　　　

　　　　　の規定に基づく報告の徴収及び立入検査に関するこ

と。

�の62～�の67　省略

�の68及び�の69　削除

ける建築物の仮使用の認定に関すること。

�の２　建築基準法第７条の６第３項 の規定に

基づく仮使用認定報告書の受理に関すること。

�の３　建築基準法第７条の６第４項 の規定に

基づく基準不適合の通知に関すること。

�　省略

�　建築基準法第９条第７項（同法第10条第４項及び第90条の２

第２項において準用する場合を含む。）及び第10項並びに第85

条第３項及び第５項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　の規定に基づく権限を行

うこと。

�～�の４　省略

�の５　建築基準法第18条第25項の規定に基づく国の機関の長等

に対する通知及び要請に関すること。

�の６～�の９　省略

�の９の２　建築基準法第87条の３第３項及び第５項　　　　　

の規定に基づく建築物の一時的な用

途変更の許可に関すること。

�の10～�の61の２　省略

�の61の３　建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律

（以下「建築物省エネ法」という。）第８条の規定に基づく指

導及び助言に関すること。

�の61の４　建築物省エネ法第12条第１項及び第２項並びに第13�

条第２項及び第３項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能

適合性判定に関すること。

�の61の５　建築物省エネ法第12条第３項及び第５項並びに第13�

条第４項及び第６項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能

適合性判定に係る通知書の交付に関すること。

�の61の６　建築物省エネ法第12条第４項及び第13条第５項の規�

定に基づく期間の延長及び延長に係る通知書の交付に関するこ

と。

�の61の７　建築物省エネ法第14条第１項、第16条第２項及び第

19条第３項の規定に基づく必要な措置の命令に関すること。

�の61の８　建築物省エネ法第14条第２項の規定に基づく必要な

措置の要請に関すること。

�の61の９　建築物省エネ法第15条第３項の規定に基づく建築物

エネルギー消費性能確保計画の写しの受理に関すること。

�の61の10　建築物省エネ法第16条第１項及び第19条第２項の規

定に基づく必要な措置の指示に関すること。

�の61の11　建築物省エネ法第16条第３項及び第20条第３項の規

定に基づく国等の機関の長に対する協議に関すること。

�の61の12　建築物省エネ法第17条第１項、第21条第１項及び第

38条第１項の規定に基づく報告の徴収及び立入検査に関するこ

と。

�の61の13　建築物省エネ法第19条第１項の規定に基づく届出の

受理に関すること。

�の61の14　建築物省エネ法第20条第２項の規定に基づく通知の

受理に関すること。

�の62～�の67　省略

�の68　建築物省エネ法第36条第２項の規定に基づく建築物のエ

ネルギー消費性能に係る認定に関すること。
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�の70　建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行

規則第13条及び第28条の規定に基づく軽微な変更に係る書面の

交付に関すること。

�の71～�　省略

６　省略

　（地方局長の専決事項）

第14条　省略

２～４　省略

５　地方局長の専決処理すべき事項のうち、農林水産振興部に関す

る事項は、次に掲げるとおりとする。

⑴～⑹の８　省略

⑹の９　農業振興地域の整備に関する法律第16条　　の規定に基

づく開発行為についての勧告及び公表に関すること。

⑺～⑺の21　省略

⑺の22　農地法第51条第１項、第３項から第５項までの規定に基

づく原状回復命令等に関すること。

⑺の23～�　省略

６～９　省略

　（土木事務所長等の専決事項）

第16条　地方局土木事務所長の専決処理すべき事項は、次に掲げる

とおりとする。ただし、異例又は重要と認められるものについて

は、あらかじめ地方局長の承認を受けなければならない。

⑴～⑿の125　省略

⑿の126　建築基準法第６条の２第５項の規定に基づく確認審査

報告書及び同法第18条第18項の規定に基づく審査報告書の受理

に関すること。

⑿の127　建築基準法第６条の２第６項及び第18条第19項の規定

に基づく建築基準関係規定不適合の通知に関すること。

⑿の128　建築基準法第７条の２第６項及び第18条第27項の規定

に基づく完了検査報告書の受理に関すること。

⑿の129　建築基準法第７条の４第６項及び第18条第36項の規定

に基づく中間検査報告書の受理に関すること。

⒀　建築基準法第７条の６第１項第１号及び第２号並びに第18条

第38項第１号及び第２号の規定に基づく検査済証の交付前にお

ける建築物の仮使用の認定に関すること。

⒀の２　建築基準法第７条の６第３項及び第18条第39項の規定に

基づく仮使用認定報告書の受理に関すること。

⒀の３　建築基準法第７条の６第４項及び第18条第40項の規定に

基づく基準不適合の通知に関すること。

⒀の４　省略

⒀の５　建築基準法第９条第７項（同法第10条第４項及び第90条

の２第２項において準用する場合を含む。）及び第10項並びに

第85条第３項、第５項（同条第８項ただし書に規定する応急仮

設建築物に係る部分に限る。）及び第６項の規定に基づく権限

を行うこと。

⒀の６～⒀の９　省略

⒀の10　建築基準法第18条第41項の規定に基づく国の機関の長等�

に対する通知及び要請に関すること。

⒀の11～⒀の14　省略

⒀の14の２　建築基準法第87条の３第３項、第５項（同条第８項

�の69　建築物省エネ法第37条の規定に基づく建築物のエネルギ�

ー消費性能に係る認定の取消しに関すること。

�の70　建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行

規則第11条及び第29条の規定に基づく軽微な変更に係る書面の

交付に関すること。

�の71～�　省略

６　省略

　（地方局長の専決事項）

第14条　省略

２～４　省略

５　地方局長の専決処理すべき事項のうち、農林水産振興部に関す

る事項は、次に掲げるとおりとする。

⑴～⑹の８　省略

⑹の９　農業振興地域の整備に関する法律第15条の４の規定に基

づく開発行為についての勧告及び公表に関すること。

⑺～⑺の21　省略

⑺の22　農地法第51条第１項、第３項及び第４項　　の規定に基

づく原状回復命令等に関すること。

⑺の23～�　省略

６～９　省略

　（土木事務所長等の専決事項）

第16条　地方局土木事務所長の専決処理すべき事項は、次に掲げる

とおりとする。ただし、異例又は重要と認められるものについて

は、あらかじめ地方局長の承認を受けなければならない。

⑴～⑿の125　省略

⑿の126　建築基準法第６条の２第５項の規定に基づく確認審査

報告書 の受理

に関すること。

⑿の127　建築基準法第６条の２第６項 の規定

に基づく建築基準関係規定不適合の通知に関すること。

⑿の128　建築基準法第７条の２第６項 の規定

に基づく完了検査報告書の受理に関すること。

⑿の129　建築基準法第７条の４第６項 の規定

に基づく中間検査報告書の受理に関すること。

⒀　建築基準法第７条の６第１項第１号及び第２号並びに第18条

第24項第１号及び第２号の規定に基づく検査済証の交付前にお

ける建築物の仮使用の認定に関すること。

⒀の２　建築基準法第７条の６第３項 の規定に

基づく仮使用認定報告書の受理に関すること。

⒀の３　建築基準法第７条の６第４項 の規定に

基づく基準不適合の通知に関すること。

⒀の４　省略

⒀の５　建築基準法第９条第７項（同法第10条第４項及び第90条�

の２第２項において準用する場合を含む。）及び第10項並びに

第85条 第 ３項及び第５項　　　　　　　　　　　　　　　　�

の規定に基づく権限

を行うこと。

⒀の６～⒀の９　省略

⒀の10　建築基準法第18条第25項の規定に基づく国の機関の長等�

に対する通知及び要請に関すること。

⒀の11～⒀の14　省略

⒀の14の２　建築基準法第87条の３第３項及び第５項　　　　　
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ただし書に規定する災害救助用建築物及び公益的建築物に係る

部分に限る。）及び第６項の規定に基づく建築物の一時的な用

途変更の許可に関すること。

⒀の15～⒀の66の２　省略

⒀の66の３　建築物省エネ法第７条の規定に基づく指導及び助言

に関すること。

⒀の66の４　建築物省エネ法第11条第１項及び第２項並びに第12�

条第２項及び第３項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能

適合性判定に関すること。

⒀の66の５　建築物省エネ法第11条第３項及び第５項並びに第12�

条第４項及び第６項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能

適合性判定に係る通知書の交付に関すること。

⒀の66の６　建築物省エネ法第11条第４項及び第12条第５項の規�

定に基づく期間の延長及び延長に係る通知書の交付に関するこ

と。

⒀の66の７　建築物省エネ法第13条第１項　　　　　　　　　　

　　　　　の規定に基づく必要な措置の命令に関すること。

⒀の66の８　建築物省エネ法第13条第２項の規定に基づく必要な

措置の要請に関すること。

⒀の66の９から⒀の66の11まで　削除

⒀の66の12　建築物省エネ法第15条第１項　　　　　　　　　　

　　　　　の規定に基づく報告の徴収及び立入検査に関するこ

と。

⒀の67～⒀の72　省略

⒀の73及び⒀の74　削除

⒀の75　建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行

規則第13条及び第28条の規定に基づく軽微な変更に係る書面の

交付に関すること。

⒀の76～㉖の39　省略

２～４　省略

の規定に基づく建築物の一時的な用

途変更の許可に関すること。

⒀の15～⒀の66の２　省略

⒀の66の３　建築物省エネ法第８条の規定に基づく指導及び助言

に関すること。

⒀の66の４　建築物省エネ法第12条第１項及び第２項並びに第13�

条第２項及び第３項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能

適合性判定に関すること。

⒀の66の５　建築物省エネ法第12条第３項及び第５項並びに第13�

条第４項及び第６項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能

適合性判定に係る通知書の交付に関すること。

⒀の66の６　建築物省エネ法第12条第４項及び第13条第５項の規�

定に基づく期間の延長及び延長に係る通知書の交付に関するこ

と。

⒀の66の７　建築物省エネ法第14条第１項、第16条第２項及び第

19条第３項の規定に基づく必要な措置の命令に関すること。

⒀の66の８　建築物省エネ法第14条第２項の規定に基づく必要な

措置の要請に関すること。

⒀の66の９　建築物省エネ法第15条第３項の規定に基づく建築物

エネルギー消費性能確保計画の写しの受理に関すること。

⒀の66の10　建築物省エネ法第16条第１項及び第19条第２項の規

定に基づく必要な措置の指示に関すること。

⒀の66の11　建築物省エネ法第16条第３項及び第20条第３項の規

定に基づく国等の機関の長に対する協議に関すること。

⒀の66の12　建築物省エネ法第17条第１項、第21条第１項及び第

38条第１項の規定に基づく報告の徴収及び立入検査に関するこ

と。

⒀の66の13　建築物省エネ法第19条第１項の規定に基づく届出の

受理に関すること。

⒀の66の14　建築物省エネ法第20条第２項の規定に基づく通知の

受理に関すること。

⒀の67～⒀の72　省略

⒀の73　建築物省エネ法第36条第２項の規定に基づく建築物のエ

ネルギー消費性能に係る認定に関すること。

⒀の74　建築物省エネ法第37条の規定に基づく建築物のエネルギ�

ー消費性能に係る認定の取消しに関すること。

⒀の75　建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行

規則第11条及び第29条の規定に基づく軽微な変更に係る書面の

交付に関すること。

⒀の76～㉖の39　省略

２～４　省略

　　　附　則

　この訓令は、公布の日から施行する。



37

愛 媛 県 報令和７年４月１日 第597号外１

○愛媛県訓令第６号

� 地 方 局　
　愛媛県地方局事務決裁規程の一部を改正する訓令を次のように定める。
　　令和７年４月１日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　愛媛県知事　中　村　時　広　　　　　

愛媛県地方局事務決裁規程の一部を改正する訓令

　愛媛県地方局事務決裁規程（昭和55年愛媛県訓令第10号）の一部を次のように改正する。
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

別表第２（第４条関係）

　局長の権限に属する地域産業振興部関係事務及び支局関係事務に

係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種　類
事　　　　　項

決裁区分

局

長

専決者

部

長

課

長

課

長

補

佐

総

務

県

民

課

１～19

省略

20　愛媛

県消費

生活条

例の施

行に関

する事

務

１～７　省略

８　処理の経過及び結果の通知

（愛媛県消費生活条例施行規

則第25条第２項）

○

９　省略

21～43

省略

　備考　省略

別表第４（第４条関係）

　局長の権限に属する農林水産振興部関係事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種　類
事　　　　　項

決裁区分

局

長

専決者

部

長

課

長

農

業

振

興

課

１・２

省略

３　農業

振興地

域の整

備に関

する法

律の施

行に関

する事

務

１・２　省略

別表第２（第４条関係）

　局長の権限に属する地域産業振興部関係事務及び支局関係事務に

係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種　類
事　　　　　項

決裁区分

局

長

専決者

部

長

課

長

課

長

補

佐

総

務

県

民

課

１～19

省略

20　愛媛

県消費

生活条

例の施

行に関

する事

務

１～７　省略

８　処理の経過及び結果の通知

（愛媛県消費生活条例施行規

則第26条第２項）

○

９　省略

21～43

省略

　備考　省略

別表第４（第４条関係）

　局長の権限に属する農林水産振興部関係事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種　類
事　　　　　項

決裁区分

局

長

専決者

部

長

課

長

農

業

振

興

課

１・２

省略

３　農業

振興地

域の整

備に関

する法

律の施

行に関

する事

務

１・２　省略

３　開発行為の許可等及び監督処

分（ 第15条 の ２ 第 １ 項、 第 ３

項、第６項から第９項まで、第

15条の３）

○

４　開発行為についての勧告及び

公表（第15条の４）

○

改 正 後 改 正 前
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４　農業

協同組

合、農

事組合

法人及

び農業

共済組

合に関

する事

務

１　省略

２　農事組合法人に関すること。

⑴～⑶　省略

⑷　解散等の登記の嘱託（組合

等登記令第14条第３項、第４

項）

○

５・６

省略

７　農地

法の施

行に関

する事

務

１　農地の転用及び農地等の転用

のための権利移動の許可等

⑴　省略

２　省略

３　省略

４　省略

５　省略

６　省略

７　省略

８～19

省略

　備考　省略

別表第５（第４条関係）

局長の権限に属する建設部関係事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種　類
事　　　　　項

決裁区分

局

長

専決者

部

長

課

長

建

築

指

導

課

１　省略

２　建築

基準法

の施行

に関す

る事務

１　検査済証の交付前における建

築物の仮使用の認定（第７条の

６第１項第１号、第２号、第18

条第38項第１号、第２号）

○

２　違反建築物に対する措置等

４　農業

協同組

合、農

事組合

法人及

び農業

共済組

合に関

する事

務

１　省略

２　農事組合法人に関すること。

⑴～⑶　省略

⑷　解散等の登記の嘱託（組合

等登記令第14条第４項、第５

項）

○

５・６

省略

７　農地

法の施

行に関

する事

務

１　農地の転用及び農地等の転用

のための権利移動の許可等

⑴　省略

⑵　面積3,000平方メートル以下

のもの（第４条第１項、第８

項、第５条第１項、第４項）

○

２　省略

３　農地等の賃貸借の解除、解約

の申入れ、合意による解約及び

更 新 拒 絶 の 許 可（ 第18条 第 １�

項）

○

４　省略

５　省略

６　立入調査等（第49条第１項、

第３項）

○

７　報告の要求（第50条） ○

８　原状回復命令等（第51条第１

項、第３項、第４項）

○

９　省略

10　省略

11　省略

８～19

省略

　備考　省略

別表第５（第４条関係）

局長の権限に属する建設部関係事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種　類
事　　　　　項

決裁区分

局

長

専決者

部

長

課

長

建

築

指

導

課

１　省略

２　建築

基準法

の施行

に関す

る事務

１　検査済証の交付前における建

築物の仮使用の認定（第７条の

６第１項第１号、第２号、第18

条第24項第１号、第２号）

○

２　違反建築物に対する措置等
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⑴～⑷　省略

⑸　国の機関の長等に対する通

知及び要請（第18条第41項）

○

３　指定確認検査機関に関するこ

と。

⑴　建築基準関係規定不適合の

通知（第６条の２第６項、第

18条第19項）

○

⑵　基準不適合の通知（第７条

の６第４項、第18条第40項）

○

４　建築物の敷地、構造及び建築

設備に関すること。

⑴～⑻　省略

５　省略

６　仮設興行場等に対する許可

（第85条第３項、第５項（建築

審査会の同意を要しないものに

限る。）、第６項）

○

７　建築物の一時的な用途変更の

許可（第87条の３第３項、第５

項（建築審査会の同意を要しな

いものに限る。）、第６項）

○

３～７

省略

８　建築

物のエ

ネルギ�

ー消費

性能の

向上等

１　建築物に係る指導及び助言

（第７条）

○

２　建築物のエネルギー消費性能

の確保のための構造及び設備に

関する計画に関すること。

⑴～⑷　省略

⑸　定期報告の受理（第12条第

１項、第３項）

○

⑹　台帳の整備及び保存（第12

条第８項）

○

⑺　国の機関の長等に対する通

知及び要請（第18条第25項）

○

３　指定確認検査機関に関するこ

と。

⑴　確認審査報告書の受理（第

６条の２第５項）

○

⑵　建築基準関係規定不適合の

通知（第６条の２第６項

）

○

⑶　完了検査報告書の受理（第

７条の２第６項）

○

⑷　中間検査報告書の受理（第

７条の４第６項）

○

⑸　 仮 使 用 認 定 報 告 書 の 受 理

（第７条の６第３項）

○

⑹　基準不適合の通知（第７条

の６第４項 ）

○

４　建築物の敷地、構造及び建築

設備に関すること。

⑴～⑻　省略

⑼　工事中における安全上の措

置等に関する計画の届出の受

理（第90条の３）

○

⑽　書類の閲覧（第93条の２） ○

５　省略

６　仮設興行場等に対する許可

（第85条第３項、第５項

）

○

７　建築物の一時的な用途変更の

許可（第87条の３第３項、第５

項

）

○

８　建築確認済みの証明 ○

３～７

省略

８　建築

物のエ

ネルギ�

ー消費

性能の

向上等

１　建築物に係る指導及び助言

（第８条）

○

２　建築物のエネルギー消費性能

の確保のための構造及び設備に

関する計画に関すること。
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　に関す

る法律

の施行

に関す

る事務

⑴　建築物エネルギー消費性能

適合性判定（第11条第１項か

ら第３項まで、第５項、第12

条第２項から第４項まで、第

６項）

○

� ⑵　建築物エネルギー消費性能

適合性判定の期間の延長（第

11条第４項、第12条第５項）

○

⑶　必要な措置の命令（第13条

第１項　�　　　　　　　　　

　　　　）

○

⑷　必要な措置の要請（第13条

第２項）

○

⑸　 報 告 の 徴 収 及 び 立 入 検 査

（ 第15条 第 １ 項　　　　　　

　）

○

⑹　軽微な変更に係る書面の交

付（建築物のエネルギー消費

性能の向上等に関する法律施

行規則（以下この部において

「省令」という。）第13条）

○

３　建築物エネルギー消費性能向

上計画に関すること。

⑴～⑸　省略

⑹　軽微な変更に係る書面の交

付（省令第28条）

○

９～17
省略

別表第７（第４条関係）

土木事務所長の権限に属する事務に係る特定決裁事項

組
織
名

事務の
種　類

事　　　　　項

決裁区分

所
長

専決者

課
長
主
幹

　に関す

る法律

の施行

に関す

る事務

⑴　建築物エネルギー消費性能

適合性判定（第12条第１項か

ら第３項まで、第５項、第13

条第２項から第４項まで、第

６項）

○

⑵　建築物エネルギー消費性能

適合性判定の期間の延長（第

12条第４項、第13条第５項）

○

⑶　必要な措置の命令（第14条

第１項、第16条第２項、第19

条第３項）

○

⑷　必要な措置の要請（第14条

第２項）

○

⑸　 写 し の 受 理（ 第15条 第 ３�

項）

○

⑹　必要な措置の指示（第16条

第１項、第19条第２項）

○

⑺　国等の機関の長に対する協

議（第16条第３項、第20条第

３項）

○

⑻　 報 告 の 徴 収 及 び 立 入 検 査

（第17条第１項、第21条第１

項）

○

⑼　届出及び通知の受理（第19

条第１項、第20条第２項）

○

⑽　軽微な変更に係る書面の交

付（建築物のエネルギー消費

性能の向上等に関する法律施

行規則（以下この部において

「省令」という。）第11条）

○

３　建築物エネルギー消費性能向

上計画に関すること。

⑴～⑸　省略

⑹　軽微な変更に係る書面の交

付（省令第29条）

○

４　建築物のエネルギー消費性能

に関すること。

⑴　認定（第36条第２項） ○

⑵　認定の取消し（第37条） ○

⑶　 報 告 の 徴 収 及 び 立 入 検 査

（第38条第１項）

○

９～17
省略

別表第７（第４条関係）

土木事務所長の権限に属する事務に係る特定決裁事項

組
織
名

事務の
種　類

事　　　　　項

決裁区分

所
長

専決者

課
長
主
幹
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用

地

管

理

課

１～42

省略

用

地

管

理

課

１～42

省略

43　建築

基準法

の施行

に関す

る事務

１　検査済証の交付前における建

築物の仮使用の認定（第７条の

６第１項第１号、第２号、第18

条第24項第１号、第２号）

○

２　違反建築物に対する措置等

⑴　違反を是正するための必要

な措置（第９条第１項、第２

項、第13項）

○

⑵　使用禁止又は使用制限の命

令（第９条第７項）

○

⑶　工事の施工の停止命令（第

９条第10項、第13項）

○

⑷　保安上危険又は衛生上有害

で あ る 建 築 物 に 対 す る 措 置

（第９条第２項、第７項、第

13項、第９条の４、第10条）

○

⑸　定期報告の受理（第12条第

１項、第３項）

○

⑹　台帳の整備及び保存（第12

条第８項）

○

⑺　国の機関の長等に対する通

知及び要請（第18条第25項）

○

３　指定確認検査機関に関するこ

と。

⑴　確認審査報告書の受理（第

６条の２第５項）

○

⑵　建築基準関係規定不適合の

通知（第６条の２第６項）

○

⑶　完了検査報告書の受理（第

７条の２第６項）

○

⑷　中間検査報告書の受理（第

７条の４第６項）

○

⑸　 仮 使 用 認 定 報 告 書 の 受 理

（第７条の６第３項）

○

⑹　基準不適合の通知（第７条

の６第４項）

○

４　建築物の敷地、構造及び建築

設備に関すること。

⑴　私道の変更又は廃止の禁止

及び制限に係る措置（第９条

第２項、第45条）

○

⑵　建築協定の認可（第70条第

１項、第73条第２項、第76条

の３第２項、第４項）

○

⑶　建築協定の変更認可（第73

条第２項、第74条、第76条の

３第４項、第６項）

○
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43　省略

44　省略

45　省略

46　省略

⑷　建築協定区域内の土地が同

区域から除かれた旨の届出の

処理（第74条の２第３項、第

４項）

○

⑸　建築協定に加わる手続の処

理（第73条第２項、第75条の

２第１項、第２項、第４項）

○

⑹　建築協定の廃止（第76条、

第76条の３第６項）

○

⑺　被災市街地における建築制

限（第84条）

○

⑻　工事中の特殊建築物等に対

する措置（第９条第２項、第

７項、第13項、第90条の２）

○

⑼　工事中における安全上の措

置等に関する計画の届出の受

理（第90条の３）

○

⑽　書類の閲覧（第93条の２） ○

５　道路の位置の指定、変更及び

廃止（第42条第１項第５号）

○

６　仮設興行場等に対する許可

（第85条第３項、第５項）

○

７　建築物の一時的な用途変更の

許可（第87条の３第３項、第５

項）

○

８　建築確認済みの証明 ○

44　省略

45　省略

46　省略

47　省略

48　建築�

物のエ

ネルギ�

ー消費

性能の

向上等

に関す

る法律

の施行

に関す

る事務

１　建築物に係る指導及び助言

（第８条）

○

２　建築物のエネルギー消費性能

の確保のための構造及び設備に

関する計画に関すること。

⑴　建築物エネルギー消費性能

適合性判定（第12条第１項か

ら第３項まで、第５項、第13

条第２項から第４項まで、第

６項）

○

⑵　建築物エネルギー消費性能

適合性判定の期間の延長（第

12条第４項、第13条第５項）

○

⑶　必要な措置の命令（第14条

第１項、第16条第２項、第19

条第３項）

○

⑷　必要な措置の要請（第14条

第２項）

○
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47　省略

48　省略

49　省略

50　省略

　備考　１�　東予地方局今治土木事務所においては、この表組織
名の欄中「用地管理課」とあるのは、同表１の部から
３の部まで、４の部２の項、５の部から８の部まで、
11の部から38の部まで、40の部、41の部、43の部１の
項及び50の部に掲げる事務については「管理課」と、
同表９の部及び10の部に掲げる事務については「用地
課」として、同表の規定を適用する。

　　　　２�　南予地方局大洲土木事務所においては、この表組織
名の欄中「用地管理課」とあるのは、同表１の部から
３の部まで、４の部２の項、５の部から８の部まで、
11の部から38の部まで、43の部１の項及び50の部１の

⑸　 写 し の 受 理（ 第15条 第 ３�

項）

○

⑹　必要な措置の指示（第16条

第１項、第19条第２項）

○

⑺　国等の機関の長に対する協

議（第16条第３項、第20条第

３項）

○

⑻　 報 告 の 徴 収 及 び 立 入 検 査

（第17条第１項、第21条第１

項）

○

⑼　届出及び通知の受理（第19

条第１項、第20条第２項）

○

⑽　軽微な変更に係る書面の交

付（建築物のエネルギー消費

性能の向上等に関する法律施

行規則（以下この部において

「省令」という。）第11条）

○

３　建築物エネルギー消費性能向

上計画に関すること。

⑴　認定及び変更の認定（第30

条第１項、第31条第１項）

○

⑵　建築主事への通知（第30条

第３項、第31条第２項）

○

⑶　報告の徴収（第32条） ○

⑷　改善命令（第33条） ○

⑸　認定の取消し（第34条） ○

⑹　軽微な変更に係る書面の交

付（省令第29条）

○

４　建築物のエネルギー消費性能

に関すること。

○

⑴　認定（第36条第２項） ○

⑵　認定の取消し（第37条） ○

⑶　 報 告 の 徴 収 及 び 立 入 検 査

（第38条第１項）

○

49　省略

50　省略

51　省略

52　省略

　備考　１�　東予地方局今治土木事務所においては、この表組織
名の欄中「用地管理課」とあるのは、同表１の部から
３の部まで、４の部２の項、５の部から８の部まで、
11の部から38の部まで、40の部、41の部、44の部１の
項及び52の部に掲げる事務については「管理課」と、
同表９の部及び10の部に掲げる事務については「用地
課」として、同表の規定を適用する。

　　　　２�　南予地方局大洲土木事務所においては、この表組織
名の欄中「用地管理課」とあるのは、同表１の部から
３の部まで、４の部２の項、５の部から８の部まで、
11の部から38の部まで、44の部１の項及び52の部１の
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項に掲げる事務については「事業管理課」と、同表９
の部及び10の部に掲げる事務については「用地課」と
して、同表の規定を適用する。

　　　　３�　南予地方局八幡浜土木事務所においては、この表組
織名の欄中「用地管理課」とあるのは、同表１の部か
ら８の部まで及び11の部から50の部までに掲げる事務
については「管理課」と、同表９の部及び10の部に掲
げる事務については「用地課」として、同表の規定を
適用する。

項に掲げる事務については「事業管理課」と、同表９
の部及び10の部に掲げる事務については「用地課」と
して、同表の規定を適用する。

　　　　３�　南予地方局八幡浜土木事務所においては、この表組
織名の欄中「用地管理課」とあるのは、同表１の部か
ら８の部まで及び11の部から52の部までに掲げる事務
については「管理課」と、同表９の部及び10の部に掲
げる事務については「用地課」として、同表の規定を
適用する。

　　　附　則

　この訓令は、公布の日から施行する。

○愛媛県訓令第７号

� 庁　中　一　般　
� 各 地 方 機 関　
　組織改正に伴う関係訓令の整理に関する訓令を次のように定める。
　　令和７年４月１日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　愛媛県知事　中　村　時　広　　　　　

組織改正に伴う関係訓令の整理に関する訓令

　（愛媛県保健所処務規程の一部改正）
第１条　愛媛県保健所処務規程（昭和26年愛媛県訓令第５号）の一部を次のように改正する。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

　（事務の委任）

第４条　省略

２　省略

３　第１項の規定にかかわらず、四国中央市の区域における次に掲

げる事務は、西条保健所長に委任する。

⑴　別表生活衛生課の表１の部に掲げる食品衛生法（昭和22年法

律第233号）の施行に関する事務（同部４の項の報告の徴収及

び臨検検査等に限る。）

⑵～⑸　省略

⑹　別表環境保全課の表17の部に掲げる愛媛県産業廃棄物適正処

理指導要綱 の施行に関す

る事務（

同部２の項の廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第４項

に規定する産業廃棄物処理施設以外の産業廃棄物処理施設

に関するものに限る。）

４　省略

別表（第４条、第８条関係）

所長の権限に属する事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種　類
事　　　　　項

決裁区分

所

長

課

長

主

幹

生

活

衛

１　食品

衛生法

（昭和

１　指定成分等含有食品による健

康被害情報の届出の受理（第８

条第１項）

○

　（事務の委任）

第４条　省略

２　省略

３　第１項の規定にかかわらず、四国中央市の区域における次に掲

げる事務は、西条保健所長に委任する。

⑴　別表生活衛生課の表１の部に掲げる食品衛生法（昭和22年法

律第233号）の施行に関する事務（同部３の項の報告の徴収及

び臨検検査等に限る。）

⑵～⑸　省略

⑹　別表環境保全課の表17の部に掲げる愛媛県産業廃棄物適正処

理指導要綱（平成３年８月愛媛県告示第1288号）の施行に関す

る事務（同部１の項第２号の必要な措置の勧告、同項第３号の

違反行為の停止命令、同項第４号の命令に従わない者の公表、

同部２の項の廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第４項

に規定する産業廃棄物処理施設以外の産業廃棄物処理施設に関

するもの、同部３の項第３号の必要な措置の勧告、同項第４号

の違反行為の停止命令及び同項第５号の命令に従わない者の公

表に関するものに限る。）

４　省略

別表（第４条、第８条関係）

所長の権限に属する事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種　類
事　　　　　項

決裁区分

所

長

課

長

主

幹

生

活

衛

１　食品

衛生法

（昭和

改 正 後 改 正 前
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生

課

　22年法�

律第　�

2 3 3 　

号）の

施行に

関する

事務

２　省略

３　省略

４　省略

５　省略

６　省略

７　省略

８　省略

９　省略

10　省略

11　省略

12　省略

２～17

省略　

組

織

名

事務の

種　類
事　　　　　項

決裁区分

所長 課長

環

境

保

全

課

１～16

省略

17　愛媛

県産業

廃棄物

適正処

理指導�

要 綱

の

施行に

関する

事務

１　県外産業廃棄物の処理の実績

報告書の受理（第５条）

○

２　廃棄物の処理及び清掃に関す

る法律第15条第４項に規定する

産業廃棄物処理施設以外の産業

廃棄物処理施設に関すること。

⑴　 設 置 及 び 変 更 の 事 前 協 議

（第４条第３項、第７条第１

項、第２項、第５項）

○

⑵　設置及び変更の指示（第７

条第３項、第４項）

○

３　事故状況報告に関すること。

⑴　事故状況報告書の受理（第

９条第１項）

○

生

課

　22年法�

律第　�

2 3 3 　

号）の

施行に

関する

事務

１　省略

２　省略

３　省略

４　省略

５　省略

６　省略

７　省略

８　省略

９　省略

10　省略

11　省略

２～17

省略　

組

織

名

事務の

種　類
事　　　　　項

決裁区分

所長 課長

環

境

保

全

課

１～16

省略

17　愛媛

県産業

廃棄物

適正処

理指導�

要 綱

（平成

３年８

月愛媛

県告示�

第1288

号）の

施行に

関する

事務

１　県外産業廃棄物の処理に関す

ること。

⑴　 実 績 報 告 書 の 受 理（ 第 ８�

条）

○

⑵　必要な措置の勧告（第16条

第１項第２号）

○

⑶　違反行為の停止命令（第16

条第２項）

○

⑷　 命 令 に 従 わ な い 者 の 公 表

（第16条第３項）

○

２　廃棄物の処理及び清掃に関す

る法律第15条第４項に規定する

産業廃棄物処理施設以外の産業

廃棄物処理施設に関すること。

⑴　 設 置 及 び 変 更 の 事 前 協 議

（第７条第３項、第11条第１

項、第２項、第５項）

○

⑵　設置及び変更の指示（第11

条第３項、第４項）

○

⑶　必要な措置の勧告（第16条

第１項第３号、第４号）

○

⑷　違反行為の停止命令（第16

条第２項）

○

⑸　 命 令 に 従 わ な い 者 の 公 表

（第16条第３項）

○

３　事故状況報告に関すること。

⑴　事故状況報告書の受理（第

15条第１項）

○
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⑵　必要な措置の指示（第９条

第２項）

○

　備考　省略

⑵　必要な措置の指示（第15条

第２項）

○

⑶　必要な措置の勧告（第16条

第１項第２号、第４号）

○

⑷　違反行為の停止命令（第16

条第２項）

○

⑸　 命 令 に 従 わ な い 者 の 公 表

（第16条第３項）

○

　備考　省略

　（愛媛県公印規程の一部改正）
第２条　愛媛県公印規程（昭和34年愛媛県訓令第８号）の一部を次のように改正する。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

　（公印の種類）

第２条　公印は、職印及び庁印の２種とし、次に掲げるとおりとす

る。

　⑴　職印

　　省略

　　

　　人口減少対策統括部長印

　　省略

　⑵　省略

２　省略

　（公印の管守者）

第５条　次の表の左欄に掲げる公印は、それぞれ同表の右欄に掲げ

る者が管守する。

公印名 管守者名

省略

人口減少対策統括部長印 総合政策課長

省略

２～４　省略

別表１（第４条関係）

　第一　省略

　第二　寸法

公　印　の　種　類
寸　　　　　　　法

方（ミリメートル）

職印

　　　省略

　　　

　　　�人口減少対策統括部長印 省略

　　　省略

省略

　（公印の種類）

第２条　公印は、職印及び庁印の２種とし、次に掲げるとおりとす

る。

　⑴　職印

　　省略

　　秘書広報統括監印

　　少子化対策・女性活躍統括部長印

　　省略

　⑵　省略

２　省略

　（公印の管守者）

第５条　次の表の左欄に掲げる公印は、それぞれ同表の右欄に掲げ

る者が管守する。

公印名 管守者名

省略

秘書広報統括監印 総合政策課長

少子化対策・女性活躍統括

部長印

保健福祉課長

省略

２～４　省略

別表１（第４条関係）

　第一　省略

　第二　寸法

公　印　の　種　類
寸　　　　　　　法

方（ミリメートル）

職印

　　　省略

　　　秘書広報統括監印 20

　　　�少子化対策・女性活躍統括

部長印

省略

　　　省略

省略
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　（愛媛県家畜保健衛生所処務規程の一部改正）
第３条　愛媛県家畜保健衛生所処務規程（昭和40年愛媛県訓令第23号）の一部を次のように改正する。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

　（分掌事務）

第２条　衛生所における課 の分掌事務は、次のとおりとす

る。

　指導課

⑴～⑾　省略

⑿　所内各課 の予算の経理その他の会計事務に関するこ

と。

⒀　省略

⒁　所内他の課 に属しないこと。

　省略

　

２　衛生所におけるグループの分掌事務は、所轄の地方局長（以下

「地方局長」という。）の承認を得て所長が定める。

　（職務）

第３条　省略

２　省略

３　省略

４　副主幹は、上司を補佐するとともに、上司の命を受け、グルー

プの事務を管理し、当該グループに属する職員の指導及び育成を

行う。

５　省略

６　省略

７　省略

８　省略

９　省略

　（専決事項）

第５条　省略

（代決）

第６条　省略

２　前項　の規定により代決した事務で重要なものは、後閲を受け

なければならない。

　（分掌事務）

第２条　衛生所における課及び支所の分掌事務は、次のとおりとす

る。

　指導課

⑴～⑾　省略

⑿　所内各課及び支所の予算の経理その他の会計事務に関するこ

と。

⒀　省略

⒁　所内他の課及び支所に属しないこと。

　省略

　支所

⑴　指導課の項第３号から第11号までに掲げる事務に関するこ

と。

⑵　防疫課の項各号に掲げる事務に関すること。

２　衛生所における係　　　の分掌事務は、所轄の地方局長（以下

「地方局長」という。）の承認を得て所長が定める。

　（職務）

第３条　省略

２　支所長は、所長の命を受け、支所の事務を掌理し、支所職員を

指揮監督する。

３　省略

４　省略

５　副主幹は、上司を補佐するとともに、上司の命を受け、係　　

　の事務を管理し、当該係　　　に属する職員の指導及び育成を

行う。

６　省略

７　省略

８　係長は、上司の命を受け、係の事務を管理する。

９　省略

10　省略

11　省略

　（専決事項）

第５条　省略

２　支所長は、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、

異例又は重要と認められるものについては、あらかじめ所長の承

認を受けなければならない。

⑴　文書の往復に関すること。

⑵　支所職員の休暇、育児休業等、欠勤その他服務に関するこ

と。

⑶　支所職員の出張（支所長の県外出張を除く。）に関するこ

と。

⑷　その他軽易な支所の事務に関すること。

（代決）

第６条　省略

２　支所長が不在のときは、係長が代決する。

３　前２項の規定により代決した事務で重要なものは、後閲を受け

なければならない。
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　（愛媛県男女共同参画推進本部規程の一部改正）
第４条　愛媛県男女共同参画推進本部規程（平成２年愛媛県訓令第７号）の一部を次のように改正する。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

　（組織）

第３条　省略

２　本部長は、企画振興部の所掌事務を担任する副知事をもって充

てる。

３　副本部長は、人口減少対策統括部長　　　　をもって充てる。

４　省略

　（幹事会）

第６条　省略

２　省略

３　幹事長は、企画振興部政策企画局長　　の職にある者をもって

充てる。

４～６　省略

　（事務局）

第７条　推進本部の事務を処理するため、企画振興部政策企画局　

　に事務局を置く。

２　事務局に事務局長を置き、企画振興部政策企画局長　　の職に

ある者をもって充てる。

別表１（第３条関係）

１　省略

２　省略

３　人口減少対策統括部長

４　省略

５　省略

６　省略

７　省略

８　省略

９　省略

10　省略

11　省略

12　省略

13　省略

14　省略

15　省略

別表２（第６条関係）

１・２　省略

３　企画振興部政策企画局少子化対策・男女参画課長

４　省略

５　省略

６　省略

７　省略

８～13　省略

　（組織）

第３条　省略

２　本部長は、保健福祉部の所掌事務を担任する副知事をもって充

てる。

３　副本部長は、少子化対策・女性活躍統括部長をもって充てる。

４　省略

　（幹事会）

第６条　省略

２　省略

３　幹事長は、保健福祉部生きがい推進局長の職にある者をもって

充てる。

４～６　省略

　（事務局）

第７条　推進本部の事務を処理するため、保健福祉部生きがい推進

局に事務局を置く。

２　事務局に事務局長を置き、保健福祉部生きがい推進局長の職に

ある者をもって充てる。

別表１（第３条関係）

１　省略

２　秘書広報統括監

３　省略

４　少子化対策・女性活躍統括部長

５　省略

６　省略

７　省略

８　省略

９　省略

10　省略

11　省略

12　省略

13　省略

14　省略

15　省略

16　省略

別表２（第６条関係）

１・２　省略

３　省略

４　省略

５　省略

６　省略

７　保健福祉部生きがい推進局子育て支援課少子化対策・男

女参画室長

８～13　省略
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　（愛媛県地方局農林水産業総合対策推進班規程の一部改正）
第５条　愛媛県地方局農林水産業総合対策推進班規程（平成６年愛媛県訓令第12号）の一部を次のように改正する。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表（第３条関係）

１～６　省略

７　省略

別表（第３条関係）

１～６　省略

７　東予地方局家畜保健衛生所今治支所長、南予地方局家畜

保健衛生所宇和島支所長

８　省略

　（愛媛県南予地域活性化特別対策本部規程の一部改正）
第６条　愛媛県南予地域活性化特別対策本部規程（平成18年愛媛県訓令第９号）の一部を次のように改正する。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

　（組織）

第３条　省略

２　省略

３　副本部長は、人口減少対策統括部長の職にある者をもって充て

る。

４　省略

別表１（第３条関係）

１　省略

２　企画振興部長

３　省略

４　省略

５　省略

６　省略

７　省略

８　省略

　（組織）

第３条　省略

２　省略

３　副本部長は、企画振興部長　　　　の職にある者をもって充て

る。

４　省略

別表１（第３条関係）

１　省略

２　省略

３　省略

４　省略

５　省略

６　省略

７　省略

　（愛媛県家畜病性鑑定所処務規程の一部改正）
第７条　愛媛県家畜病性鑑定所処務規程（平成20年愛媛県訓令第11号）の一部を次のように改正する。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

　（職務）

第２条　省略

２　分室長は、所長の命を受け、分室の事務を掌理し、分室職員を

指揮監督する。

３　副主幹は、上司を補佐するとともに、上司の命を受け、グルー

プの事務を管理し、当該グループに属する職員の指導及び育成を

行う。

４　省略

５　省略

６　担当係長は、上司の命を受け、担当事務を管理する。

７　省略

８　省略

　（専決事項）

　（職務）

第２条　省略

２　副主幹は、上司を補佐するとともに、上司の命を受け、係　　

　の事務を管理し、当該係　　　に属する職員の指導及び育成を

行う。

３　省略

４　省略

５　係長　　は、上司の命を受け、係の事務を管理する。

６　省略

７　省略

　（専決事項）
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第３条　省略

２　分室長は、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、

異例又は重要と認められるものについては、あらかじめ所長の承

認を受けなければならない。

⑴　文書の往復に関すること。

⑵　分室職員の休暇、育児休業等、欠勤その他服務に関するこ

と。

⑶　分室職員の出張（分室長の県外出張を除く。）に関するこ�

と。

⑷　その他軽易な分室の事務に関すること。

　（代決）

第４条　所長が不在のときは、あらかじめ所長の指定する職員が代

決する。

２　分室長が不在のときは、あらかじめ分室長の指定する職員が代

決する。

３　前２項の規定により代決した事務で重要なものは、後閲を受け

　なければならない。

第３条　省略

　（代決）

第４条　所長が不在のときは、係長　　　　　　　　　　　　が代

決する。

２　前項　の規定により代決した事務で重要なものは、後閲を受け

　なければならない。

　（愛媛県広報広聴推進班規程の一部改正）
第８条　愛媛県広報広聴推進班規程（平成22年愛媛県訓令第７号）の一部を次のように改正する。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

　（班長）

第４条　班に班長を置き、企画振興部政策企画局長の職にある班員

をもって充てる。

２　省略

別表（第３条関係）

１　企画振興部政策企画局長

２～17　省略

　（班長）

第４条　班に班長を置き、秘書広報統括監� � � � � � の職にある班員を

もって充てる。

２　省略

別表（第３条関係）

１　秘書広報統括監

２～17　省略

　（愛媛県行政改革・地方分権戦略本部規程の一部改正）
第９条　愛媛県行政改革・地方分権戦略本部規程（平成23年愛媛県訓令第１号）の一部を次のように改正する。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表１（第３条関係）

１～５　省略

６　省略

７　人口減少対策統括部長

８　省略

９　省略

10　省略

11　省略

12　省略

13　省略

14　省略

15　省略

16　省略

別表１（第３条関係）

１～５　省略

６　秘書広報統括監

７　省略

８　少子化対策・女性活躍統括部長

９　省略

10　省略

11　省略

12　省略

13　省略

14　省略

15　省略

16　省略

17　省略
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17　省略

18　省略

19　省略

20　省略

21　省略

22　省略

23　省略

24　省略

25　省略

18　省略

19　省略

20　省略

21　省略

22　省略

23　省略

24　省略

25　省略

26　省略

　（愛媛県政策推進班規程の一部改正）
第10条　愛媛県政策推進班規程（平成23年愛媛県訓令第８号）の一部を次のように改正する。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

　　　愛媛県政策マネジメント推進班規程

　（設置）

第１条　愛媛県行政組織条例（平成７年愛媛県条例第17号）に定め�

る部（以下「部」という。）における政策立案機能、政策調整機

能及び政策評価機能並びに予算編成機能の強化を図るとともに、

成果を重視したマネジメントを適切に行い、もって本県の政策を�

効果的に推進するため、部に政策マネジメント推進班（以下

「班」という。）を設置する。

　（任務）

第２条　班は、次に掲げる事項を処理する。

⑴・⑵　省略

⑶　部内の政策評価に関すること。

⑷　省略

⑸　省略

⑹　省略

⑺　省略

⑻　省略

⑼　省略

２　前項に定めるもののほか、企画振興部に設置する班にあって

は、県政全般にわたる重要な政策の総合企画及び総合調整に関す

る事項を総務部と連携して処理する。

第４条　班に班長を置き、総務管理局長、政策企画局長、スポーツ

局長、県民生活局長、社会福祉医療局長、産業雇用局長、農政企

画局長及び土木管理局長の職にある班員をもって充てる。

２　班に副班長を置き、幹事課（愛媛県行政組織規則（昭和55年愛

媛県規則第15号）第６条第１項に規定する幹事課（会計課を除

く。）をいう。以下同じ。）の課長の職にある班員をもって充て

る。

別表（第３条関係）

１～10　省略

11　政策マネジメント推進幹

12　担当係長（政策マネジメントグループに属するものに限

る。）

　　　愛媛県政策推進班規程

　（設置）

第１条　愛媛県行政組織条例（平成７年愛媛県条例第17号）に定め�

る部（以下「部」という。）における政策立案機能及び政策調整

機能　　　　　　　並びに予算編成機能の強化を図り　　　　　

、もって本県の政策を�

効果的に推進するため、部に政策推進班　　　　　　（以下

「班」という。）を設置する。

　（任務）

第２条　班は、次に掲げる事項を処理する。

⑴・⑵　省略

⑶　省略

⑷　省略

⑸　省略

⑹　省略

⑺　省略

⑻　省略

２　前項に定めるもののほか、企画振興部に設置する班にあって

は、県政全般にわたる重要な政策の総合企画及び総合調整に関す

る事項を 処理する。

第４条　班に班長を置き、総務管理局長、政策企画局長、スポーツ

局長、県民生活局長、社会福祉医療局長、産業雇用局長、農政企

画局長及び土木管理局長の職にある班員に知事が命ずる。

２　班に副班長を置き、幹事課（愛媛県行政組織規則（昭和55年愛

媛県規則第15号）第６条第１項に規定する幹事課（会計課を除

く。）をいう。以下同じ。）の課長の職にある班員に知事が命ず

る。

別表（第３条関係）

１～10　省略

11　主幹（政策推進グループを担任するものに限る。）

12　担当係長（政策推進グループ　　　に属するものに限

る。）
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　（愛媛県デジタル総合戦略本部規程の一部改正）
第11条　愛媛県デジタル総合戦略本部規程（令和３年愛媛県訓令第12号）の一部を次のように改正する。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表１（第３条関係）

１・２　省略

３　省略

４　人口減少対策統括部長

５　省略

６　省略

７　省略

８　省略

９　省略

10　省略

11　省略

12　省略

13　省略

14　省略

15　省略

16　省略

17　省略

18　省略

19　省略

別表１（第３条関係）

１・２　省略

３　秘書広報統括監

４　省略

５　少子化対策・女性活躍統括部長

６　省略

７　省略

８　省略

９　省略

10　省略

11　省略

12　省略

13　省略

14　省略

15　省略

16　省略

17　省略

18　省略

19　省略

20　省略

　（愛媛県青少年対策本部規程の廃止）
第12条　愛媛県青少年対策本部規程（昭和54年愛媛県訓令第13号）は、廃止する。
　　　附　則

　この訓令は、公布の日から施行する。

○愛媛県訓令第８号

� 庁　中　一　般　
� 各 地 方 機 関　
� 労働委員会事務局　
　愛媛県職員被服等貸与規程の一部を改正する訓令を次のように定める。
　　令和７年４月１日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　愛媛県知事　中　村　時　広　　　　　

愛媛県職員被服等貸与規程の一部を改正する訓令

　愛媛県職員被服等貸与規程（昭和54年愛媛県訓令第37号）の一部を次のように改正する。
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表第２（第２条、第５条関係）

　作業服等の貸与基準

貸与対象者 品目 数量
着用

期間

貸与

期間
備考

１～23　省略

別表第２（第２条、第５条関係）

　作業服等の貸与基準

貸与対象者 品目 数量
着用

期間

貸与

期間
備考

１～23　省略



53

愛 媛 県 報令和７年４月１日 第597号外１

24　動物愛護センタ�

ーに勤務する職員

のうち、犬、ねこ

等の動物の取扱業

務に従事するもの

省略

作業靴 １ 年間 １年

25～37　省略

38　林業政策課、森�

林整備課若しくは

全 国 植 樹 祭 推 進

課、地方局森林林

業課、支局森林林

業課、久万高原森

林林業課若しくは

肱川流域林業振興

課又は農林水産研

究所林業研究セン

ターに勤務する職

員のうち、林業又

は森林に関する現

地調査、指導、工

事監督又は工事検

査の業務に従事す

るもの

省略

39～49　省略

24　動物愛護センタ�

ーに勤務する職員

のうち、犬、ねこ

等の動物の取扱業

務に従事するもの

省略

作業靴 １ 年間 ２年

25～37　省略

38　林業政策課若し

くは森林整備課　

　　　　　　　　

　、地方局森林林

業課、支局森林林

業課、久万高原森

林林業課若しくは

肱川流域林業振興

課又は農林水産研

究所林業研究セン

ターに勤務する職

員のうち、林業又

は森林に関する現

地調査、指導、工

事監督又は工事検

査の業務に従事す

るもの

省略

39～49　省略

　　　附　則

　この訓令は、公布の日から施行する。

○愛媛県訓令第９号

� 庁　中　一　般　
� 各 地 方 機 関　
　愛媛県人口減少対策推進本部規程を次のように定める。
　　令和７年４月１日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　愛媛県知事　中　村　時　広　　　　　

愛媛県人口減少対策推進本部規程

　（設置）
第１条　人口減少対策の総合的かつ効果的な推進を図るため、愛媛県人口減少対策推進本部（以下「推進本部」という。）を設置する。
　（任務）
第２条　推進本部は、次に掲げる事項を処理する。
　⑴　人口減少対策の総合的な企画及び推進に関すること。
　⑵　人口減少対策に関する事業の連絡調整に関すること。
　（組織）
第３条　推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
２　本部長は、知事とする。
３　副本部長は、副知事をもって充てる。
４　本部員は、別表１に掲げる職にある者をもって充てる。
　（職務）
第４条　本部長は、推進本部の事務を統轄し、推進本部を代表する。
２　副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、あらかじめ本部長が定めた順序により、その職務を代行する。
３　本部員は、本部長及び副本部長と共に第２条各号に掲げる事項について審議する。
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　（会議）
第５条　推進本部の会議は、本部長が必要の都度招集し、これを主宰する。
２　本部長は、必要に応じて、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
　（幹事会）
第６条　推進本部の円滑な運営を図るため、推進本部に幹事会を置く。
２　幹事会は、幹事長及び幹事をもって組織する。
３　幹事長は、人口減少対策統括部長の職にある者をもって充てる。
４　幹事は、別表２に掲げる職にある者をもって充てる。
５　幹事会の会議は、幹事長が必要の都度召集し、これを主宰する。
６　幹事長は、必要に応じて、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
　（専門部会）
第７条　本部長の統轄の下に、必要に応じて、専門部会を置くことができる。
　（事務局）
第８条　推進本部の事務を処理するため、企画振興部政策企画局地域政策課に事務局を置く。
２　事務局に事務局長を置き、企画振興部政策企画局地域政策課長の職にある者をもって充てる。
　（雑則）
第９条　この訓令に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
　　　附　則

１　この訓令は、公布の日から施行する。
２　愛媛県少子化対策推進本部規程（令和５年愛媛県訓令第10号）は、廃止する。
別表１（第３条関係）

１　教育長

２　公営企業管理者

３　特別参与

４　参与

５　営業本部長

６　防災安全統括部長

７　デジタル変革担当部長

８　人口減少対策統括部長

９　総務部長

10　企画振興部長

11　観光スポーツ文化部長

12　県民環境部長

13　保健福祉部長

14　経済労働部長

15　農林水産部長

16　土木部長

17　出納局長

18　東京事務所長

19　大阪事務所長

20　東予地方局長

21　中予地方局長

22　南予地方局長

23　公営企業管理局長

24　人事委員会事務局長

25　議会事務局長

26　監査事務局長
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27　副教育長

28　労働委員会事務局長

別表２（第６条関係）

１　企画振興部政策企画局長

２　営業本部マネージャー

３　総務部総務管理局行政経営課長

４　企画振興部政策企画局総合政策課長

５　企画振興部政策企画局少子化対策・男女参画課長

６　観光スポーツ文化部スポーツ局地域スポーツ課長

７　県民環境部県民生活局県民生活課長

８　保健福祉部社会福祉医療局保健福祉課長

９　経済労働部産業雇用局産業政策課長

10　農林水産部農政企画局農政課長

11　土木部土木管理局土木管理課長

12　出納局会計課長

13　東京事務所副所長

14　大阪事務所次長

15　東予地方局地域産業振興部地域政策課長

16　中予地方局地域産業振興部地域政策課長

17　南予地方局地域産業振興部地域政策課長

18　公営企業管理局総務課長

19　人事委員会事務局次長

20　議会事務局総務課長

21　監査事務局次長

22　教育委員会事務局管理部教育総務課長

23　労働委員会事務局次長



56

愛 媛 県 報令和７年４月１日 第597号外１

人事委員会規則

○愛媛県人事委員会規則６−226
　職員の採用及び昇任に関する規則及び公益的法人等への職員の派遣等に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。
　　令和７年４月１日
� 愛媛県人事委員会委員長　安　藤　　　潔　　　　　

職員の採用及び昇任に関する規則及び公益的法人等への職員の派遣等に関する規則の一部を改正する規則

　（職員の採用及び昇任に関する規則の一部改正）
第１条　職員の採用及び昇任に関する規則（愛媛県人事委員会規則６―５）の一部を次のように改正する。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表第１（第４条関係）

行政職群級別職務区分表

職務の級

区分　　
部　　局

職務の級区分欄の級に含ま

れる職�

省略 管理者の事務部局 省略

８級 局長

局付（８級）

省略

９級 　　

省略

　備考　省略

別表第４（第４条関係）

医療職群㈠級別職務区分表

職務の級

区分　　
部　　局

職務の級区分欄の級に含ま

れる職�

省略

５級 省略

管理者の事務部局 病院事業経営企画監

局付（５級）

省略

別表第５（第４条関係）

医療職群㈡級別職務区分表

職務の級

区分　　
部　　局

職務の級区分欄の級に含ま

れる職�

省略 管理者の事務部局 省略

７級 省略

放射線部長

リハビリテーション部長

省略

　備考　省略

別表第１（第４条関係）

行政職群級別職務区分表

職務の級

区分　　
部　　局

職務の級区分欄の級に含ま

れる職�

省略 管理者の事務部局 省略

８級 　　

局付（８級）

省略

９級 局長

省略

　備考　省略

別表第４（第４条関係）

医療職群㈠級別職務区分表

職務の級

区分　　
部　　局

職務の級区分欄の級に含ま

れる職�

省略

５級 省略

管理者の事務部局

局付（５級）

省略

別表第５（第４条関係）

医療職群㈡級別職務区分表

職務の級

区分　　
部　　局

職務の級区分欄の級に含ま

れる職�

省略 管理者の事務部局 省略

７級 省略

放射線部長

省略

　備考　省略

　（公益的法人等への職員の派遣等に関する規則の一部改正）
第２条　公益的法人等への職員の派遣等に関する規則（愛媛県人事委員会規則６―159）の一部を次のように改正する。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
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改 正 後 改 正 前

別表（第２条関係）

省略

　　　　　　　　　

公益財団法人愛媛県文化振興財団

地方税共同機構

一般財団法人自治体国際化協会

省略

別表（第２条関係）

省略

一般社団法人ｅ．ｎ

公益財団法人愛媛県文化振興財団

省略

　　附　則

　この規則は、公布の日から施行する。

○愛媛県人事委員会規則７−1294

　職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則等の一部を改正する規則を次のように定める。
　　令和７年４月１日
� 愛媛県人事委員会委員長　安　藤　　　潔　　　　　

職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則等の一部を改正する規則

　（職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部改正）
第１条　職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則（愛媛県人事委員会規則７―43）の一部を次のように改正する。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

別表第10（第３条関係）

級　別　職　務　区　分　表

　１　行政職給料表級別職務区分表

職務の

級区分
部　局 職務の級区分欄の級に含まれる職

省略

５級 知事の事務

部局

省略

室付（５級）

所付

政策マネジメント推進幹

省略

省略

教育委員会

の事務部局

政策マネジメント推進幹

管理主事（５級）

　 省略

省略

６級 知事の事務

部局

省略

　　　　　　　　　　　　　　　

省略

省略

７級 知事の事務

部局

省略

　　　　　　　　　　　　　　　

別表第10（第３条関係）

級　別　職　務　区　分　表

　１　行政職給料表級別職務区分表

職務の

級区分
部　局 職務の級区分欄の級に含まれる職

省略

５級 知事の事務

部局

省略

室付（５級）

省略

省略

教育委員会

の事務部局 管理主事（５級）

　 省略

省略

６級 知事の事務

部局

省略

サイクリング誘客推進監（６級）

省略

省略

７級 知事の事務

部局

省略

サイクリング誘客推進監（７級）

改 正 後 改 正 前
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省略

省略

８級 知事の事務

部局

省略

　　　　　　

省略

省略

９級 知事の事務

部局

省略

　　　　　　　

省略

人口減少対策統括部長　　　　

省略

出納局長

東京事務所長

省略

　２～４　省略

　５　医療職給料表㈡級別職務区分表

職務の

級区分
部　局 職務の級区分欄の級に含まれる職

省略

６級 知事の事務

部局

省略

保健所の室長

四国中央保健所衛生環境課長

家畜病性鑑定所分室長

７級 知事の事務

部局

省略

保健所の課長（四国中央保健所衛生環

境課長を除く。）

省略

　６　医療職給料表㈢級別職務区分表

職務の

級区分
部　局 職務の級区分欄の級に含まれる職

省略

６級 知事の事務

部局

省略

発達障がい者支援専門員

四国中央保健所保健課長

省略

７級 知事の事務

部局

省略

保健所の課長（四国中央保健所保健課

長を除く。）

　７・８　省略

省略

省略

８級 知事の事務

部局

省略

東京事務所長

省略

省略

９級 知事の事務

部局

省略

秘書広報統括監

省略

少子化対策・女性活躍統括部長

省略

出納局長

省略

　２～４　省略

　５　医療職給料表㈡級別職務区分表

職務の

級区分
部　局 職務の級区分欄の級に含まれる職

省略

６級 知事の事務

部局

省略

保健所の室長

家畜保健衛生所支所長

７級 知事の事務

部局

省略

保健所の課長　　　　　　　　　　　

省略

　６　医療職給料表㈢級別職務区分表

職務の

級区分
部　局 職務の級区分欄の級に含まれる職

省略

６級 知事の事務

部局

省略

発達障がい者支援専門員

省略

７級 知事の事務

部局

省略

保健所の課長

　７・８　省略

　（管理職手当に関する規則の一部改正）
第２条　管理職手当に関する規則（愛媛県人事委員会規則７―68）の一部を次のように改正する。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
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改 正 後 改 正 前

別表第１（第２条関係）

部　局 公　　　　　　　職 区分

知事の事

務部局

省略 １種

省略

人口減少対策統括部長　　　　

省略

地方局長

東京事務所長

省略

省略

省略 ３種

省略

省略 ４種

省略

省略 ５種

室付（主幹同格者に限る。）

所付

政策マネジメント推進幹

省略

農業大学校教授

家畜病性鑑定所分室長

省略

委員会等

の事務部

局

省略

省略 ５種

教育委員会事務局課長補佐

教育委員会事務局政策マネジメント推進

幹

省略

省略

省略

　備考　省略

別表第１（第２条関係）

部　局 公　　　　　　　職 区分

知事の事

務部局

省略 １種

秘書広報統括監

省略

少子化対策・女性活躍統括部長

省略

地方局長

　　　　　　

省略

東京事務所長

省略

省略 ３種

サイクリング誘客推進監

省略

省略 ４種

四国中央保健所衛生環境課長

省略

省略 ５種

室付（主幹同格者に限る。）

　　

　　　　　　　　　　　

省略

家畜保健衛生所支所長

農業大学校教授

　　　　　　　　　　

省略

委員会等

の事務部

局

省略

省略 ５種

教育委員会事務局課長補佐

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

省略

省略

省略

　備考　省略

　（特地勤務手当等に関する規則の一部改正）
第３条　特地勤務手当等に関する規則（愛媛県人事委員会規則７―368）の一部を次のように改正する。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
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改 正 後 改 正 前

別表第１　特地公署（第２条、第３条関係）

所　　在　　地 公　　　　署
級別

区分

省略

宇和

島市

省略

省略

省略

別表第１　特地公署（第２条、第３条関係）

所　　在　　地 公　　　　署
級別

区分

省略

宇和

島市

省略

津島町御内353番地 宇和島市御槇県有林事務所 ２級

省略

省略

　　　附　則

　この規則は、公布の日から施行する。

○愛媛県人事委員会規則16−２

　職員の退職管理に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。
　　令和７年４月１日
� 愛媛県人事委員会委員長　安　藤　　　潔　　　　　

職員の退職管理に関する規則の一部を改正する規則

　職員の退職管理に関する規則（愛媛県人事委員会規則16―０）の一部を次のように改正する。
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

　（内部組織の長に準ずる職）

第６条　法第38条の２第４項の地方自治法（昭和22年法律第67号）

第158条第１項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内

部組織の長に準ずる職であって人事委員会規則で定めるものは、

次に掲げる職とする。

⑴～⑶　省略

⑷　病院事業経営企画監

⑸　省略

　（内部組織の長に準ずる職）

第６条　法第38条の２第４項の地方自治法（昭和22年法律第67号）

第158条第１項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内

部組織の長に準ずる職であって人事委員会規則で定めるものは、

次に掲げる職とする。

⑴～⑶　省略

⑷　公営企業管理局長

⑸　省略

　　　附　則

　この規則は、公布の日から施行する。
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公営企業管理規程

○愛媛県公営企業管理規程第７号

　愛媛県公営企業組織規程及び愛媛県企業職員の給与に関する規程の一部を改正する管理規程を次のように定める。
　　令和７年４月１日
� 愛媛県公営企業管理者　東　野　政　隆　　　　　

愛媛県公営企業組織規程及び愛媛県企業職員の給与に関する規程の一部を改正する管理規程

　（愛媛県公営企業組織規程の一部改正）
第１条　愛媛県公営企業組織規程（昭和46年愛媛県公営企業管理規程第１号）の一部を次のように改正する。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改　　　 正 　　　後 改　　　 正 　　　前

　（公営企業管理局）

第３条　公営企業管理局に総務課、発電工水課及び県立病院課を置

き、その分掌を次のとおりとする。

　省略

　県立病院課

⑴～⑺　省略

⑻　病院事業の経営改革の推進に関すること。

⑼　省略

　（職の設置）

第５条　本局に次の表の左欄に掲げる職を置き、当該職を命ぜられ

た者は、それぞれ上司の命を受けて当該右欄に掲げる職務に従事

する。ただし、局付、参事、技幹、副参事、課付、副主幹、専門

幹、専門員、担当係長及び主任については、業務の状況により置

かないことができる。

職 職　　　　　務

病院事業経営

企画監

管理者を補佐し、病院事業の経営改革に関す

る事務を統括する。

局長 省略

省略

２　省略

別表第３（第11条関係）

病　院 係の名称

愛媛県立中央病院

省略

（放射線部）�ＣＴ検査係、血管撮影検査

係、一般撮影検査係、ＭＲＩ

検査係、ＲＩ検査係、放射線

治療係、画像解析係

省略

省略

　（公営企業管理局）

第３条　公営企業管理局に総務課、発電工水課及び県立病院課を置

き、その分掌を次のとおりとする。

　省略

　県立病院課

⑴～⑺　省略

⑻　省略

　（職の設置）

第５条　本局に次の表の左欄に掲げる職を置き、当該職を命ぜられ

た者は、それぞれ上司の命を受けて当該右欄に掲げる職務に従事

する。ただし、局付、参事、技幹、副参事、課付、副主幹、専門

幹、専門員、担当係長及び主任については、業務の状況により置

かないことができる。

職 職　　　　　務

局長 省略

省略

２　省略

別表第３（第11条関係）

病　院 係の名称

愛媛県立中央病院

省略

（放射線部）�ＣＴ検査係、血管撮影検査

係、一般撮影検査係、ＭＲＩ

検査係、ＲＩ検査係、放射線

治療係

省略

省略

　（愛媛県企業職員の給与に関する規程の一部改正）
第２条　愛媛県企業職員の給与に関する規程（昭和46年愛媛県公営企業管理規程第５号）の一部を次のように改正する。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改　　　 正 　　　後 改　　　 正 　　　前

　（期末手当及び勤勉手当の算定基礎額につき加算を受ける職員及

び加算額の割合）

　（期末手当及び勤勉手当の算定基礎額につき加算を受ける職員及

び加算額の割合）
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第７条　別表第２右欄に掲げる区分が１種に該当する職を占める職

員の期末手当及び勤勉手当の算定基礎額の給料月額は、当該給料

月額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に

定める割合を乗じて得た額とする。

⑴　病院事業経営企画監及び病院長（中央病院長に限る。）の職

を占める職員　100分の125

⑵　省略

　　　附　則

　（管理職手当の特例）

５　当分の間、病院事業経営企画監及び中央病院長に支給する管理

職手当は、第５条第２項の規定にかかわらず、140 ,900円とす

る。

　（給料の調整額）

10　当分の間、医療職給料表㈠の適用を受ける職員のうち、管理職�

手当の支給を受ける職員（その職務の級が４級である者に限

る。）に対し、当該職員の次の表に掲げる公職に応じて同表に掲

げる調整基本額に同表に掲げる調整数を乗じて得た額の給料の調

整額を支給する。ただし、当該職員が同表に掲げるいずれかの公

職を兼ねる場合にあつては、その兼務の職に係る給料の調整額

は、支給しない。

公　　　　職 調整基本額 調整数

病院事業経営企画監 ５

中央病院長 16,500円 省略　

省略

別表第２（第５条、第６条の２、第７条、附則第10項関係）

管理職手当の支給を受ける者の範囲及び区分

公　　　　職 区分

病院事業経営企画監 １種

局長

省略

省略

省略 ４種

放射線部長

リハビリテーション部長

省略

省略

第７条　別表第２右欄に掲げる区分が１種に該当する職を占める職

員の期末手当及び勤勉手当の算定基礎額の給料月額は、当該給料

月額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に

定める割合を乗じて得た額とする。

⑴　局長　　　　　　　及び病院長（中央病院長に限る。）の職

を占める職員　100分の125

⑵　省略

　　　附　則

　（管理職手当の特例）

５　当分の間、 中央病院長に支給する管理

職手当は、第５条第２項の規定にかかわらず、140 ,900円とす

る。

　（給料の調整額）

10　当分の間、医療職給料表㈠の適用を受ける職員のうち、管理職�

手当の支給を受ける職員（その職務の級が４級である者に限

る。）に対し、当該職員の次の表に掲げる公職に応じて同表に掲

げる調整基本額に同表に掲げる調整数を乗じて得た額の給料の調

整額を支給する。

公　　　　職 調整基本額 調整数

中央病院長 16,500円 省略　

省略

別表第２（第５条、第６条の２、第７条、附則第８項関係）

管理職手当の支給を受ける者の範囲及び区分

公　　　　職 区分

１種

局長

省略

省略

省略 ４種

放射線部長

省略

省略

第３条　愛媛県企業職員の給与に関する規程の一部を次のように改正する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「○局長　
　　別表第１行政職給料表の項８級の欄中「○局付（８級）」を　○局付（８級）」に改め、同項第９級の欄中「○局長」を削り、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「○局付（５級）
　同表医療職給料表㈠の項４級の欄中「○局付（５級）」を　○病院事業経営企画監」に改め、同表医療職給料表㈡の項７級の欄中「

　　　　　　　　　「○放射線部長　　　　　　　
　○放射線部長」を　○リハビリテーション部長」に改める。

　　　附　則

　この管理規程は、公布の日から施行する。
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公営企業訓令

○愛媛県公営企業訓令第２号

� 公営企業管理局　

� 各　事　業　所　

　愛媛県公営企業管理局事務決裁規則及び愛媛県公営企業事業所事務決裁規則の一部を改正する訓令を次のように定める。

　　令和７年４月１日

� 愛媛県公営企業管理者　東　野　政　隆　　　　　

愛媛県公営企業管理局事務決裁規則及び愛媛県公営企業事業所事務決裁規則の一部を改正する訓令

　（愛媛県公営企業管理局事務決裁規則の一部改正）

第１条　愛媛県公営企業管理局事務決裁規則（昭和63年愛媛県公営企業訓令第２号）の一部を次のように改正する。

　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

別表第１（第４条関係）　管理者の権限に属する事務に係る一般共

通決裁事項

事務の

種　類
事　　　　項

決裁区分

管

理

者

専決者

局

長

課

長

主

幹

１～３　省略

４　組織及び

人事管理に

関する事務

１　省略

２　病院事業経営企画監及び

局長の出張、休暇、育児休

業等、職務専念義務の免除

その他服務に関すること。

○

３　職員（病院事業経営企画

監及び局長を除く。）の海

外出張に関すること。

○

４～８　省略

５～９　省略

　備考　省略

別表第２（第４条関係）　管理者の権限に属する事務に係る特定決

裁事項

組

織

名

事務の

種　類
事　　　　項

決裁区分

管

理

者

専決者

局

長

課

長

主

幹

総

務

課

１～７

省略

８　服務

に関す

る事務

１　営利企業等の従事許可に関

すること（地公法第38条）。

⑴　病院事業経営企画監及び

局長に係るもの

○

⑵　省略

改 正 後 改 正 前

別表第１（第４条関係）　管理者の権限に属する事務に係る一般共

通決裁事項

事務の

種　類
事　　　　項

決裁区分

管

理

者

専決者

局

長

課

長

主

幹

１～３　省略

４　組織及び

人事管理に

関する事務

１　省略

２　

局長の出張、休暇、育児休

業等、職務専念義務の免除

その他服務に関すること。

○

３　職員（

局長を除く。）の海

外出張に関すること。

○

４～８　省略

５～９　省略

　備考　省略

別表第２（第４条関係）　管理者の権限に属する事務に係る特定決

裁事項

組

織

名

事務の

種　類
事　　　　項

決裁区分

管

理

者

専決者

局

長

課

長

主

幹

総

務

課

１～７

省略

８　服務

に関す

る事務

１　営利企業等の従事許可に関

すること（地公法第38条）。

⑴　

局長に係るもの

○

⑵　省略
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２　職員の非常勤の消防団員と

の兼職の承認に関すること

（消防団を中核とした地域防

災力の充実強化に関する法律

第10条第１項）。

⑴　病院事業経営企画監及び

局長に係るもの

○

⑵　省略

３　職員の自己啓発等休業又は

配偶者同行休業の承認に関す

ること。

⑴　病院事業経営企画監及び

局長に係るもの�

○

⑵　省略

９～15

省略

省

略

　備考　省略

２　職員の非常勤の消防団員と

の兼職の承認に関すること

（消防団を中核とした地域防

災力の充実強化に関する法律

第10条第１項）。

⑴　

局長に係るもの

○

⑵　省略

３　職員の自己啓発等休業又は

配偶者同行休業の承認に関す

ること。

⑴　

局長に係るもの�

○

⑵　省略

９～15

省略

省

略

　備考　省略

　（愛媛県公営企業事業所事務決裁規則の一部改正）
第２条　愛媛県公営企業事業所事務決裁規則（平成９年愛媛県公営企業訓令第３号）の一部を次のように改正する。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

別表第３（第４条関係）

院長の権限に属する事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種　類
事　　　　項

愛媛県立中

央病院、愛

媛県立今治

病院及び愛

媛県立新居

浜病院にお

ける決裁区

分　　　　

愛媛

県立

南宇

和病

院に

おけ

る決

裁区

分　

院

長

専決者

院

長

専

決

者

事

務

局

長

課

長

主

幹

事

務

局

長

総

務

課

１　省

略

２　人

事管

理に

関す

る事

１　院内職員の身分及び服

務に関すること。

⑴　出張、休暇、育児休

業等、職務専念義務の

免除等（職員の海外出

改 正 後 改 正 前

別表第３（第４条関係）

院長の権限に属する事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種　類
事　　　　項

愛媛県立中

央病院、愛

媛県立今治

病院及び愛

媛県立新居

浜病院にお

ける決裁区

分　　　　

愛媛

県立

南宇

和病

院に

おけ

る決

裁区

分　

院

長

専決者

院

長

専

決

者

事

務

局

長

課

長

主

幹

事

務

局

長

総

務

課

１　省

略

２　人

事管

理に

関す

る事

１　院内職員の身分及び服

務に関すること。

⑴　出張、休暇、育児休

業等、職務専念義務の

免除等（職員の海外出
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令和７年４月１日　発行

　務 　張及び院長の県外出張

を除く。）

ア　院長、事務局長、

看護部長、事務局次

長、検査部長、放射

線部長、リハビリテ�

ーション部長、薬剤

部長又は薬剤長、課

長及び技師長に係る

もの

○ ○

イ・ウ　省略

⑵　省略

２～４　省略

３～10

　省略

　備考　省略

　務 　張及び院長の県外出張

を除く。）

ア　院長、事務局長、

看護部長、事務局次

長、検査部長、放射

線部長

、薬剤

部長又は薬剤長、課

長及び技師長に係る

もの

○ ○

イ・ウ　省略

⑵　省略

２～４　省略

３～10

　省略

　備考　省略

　　　附　則

　この訓令は、公布の日から施行する。

○愛媛県公営企業訓令第３号

� 公営企業管理局　
� 各　事　業　所　
　愛媛県公営企業県立病院経営改革本部規程を次のように定める。
　　令和７年４月１日
� 愛媛県公営企業管理者　東　野　政　隆　　　　　

愛媛県公営企業県立病院経営改革本部規程

　（設置）
第１条　県立病院の収支の改善及び経営改革を推進するため、愛媛県公営企業県立病院経営改革本部（以下「経営改革本部」という。）を
設置する。
　（任務）
第２条　経営改革本部は、県立病院の収支の改善及び経営改革の推進に関する事項を処理する。
　（組織）
第３条　経営改革本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
２　本部長は、病院事業経営企画監の職にある者をもって充てる。
３　副本部長は、公営企業管理局長の職にある者をもって充てる。
４　本部員は、公営企業管理局総務課長の職にある者及び公営企業管理局県立病院課長の職にある者をもって充てる。
　（職務）
第４条　本部長は、経営改革本部の事務を統轄し、経営改革本部を代表する。
２　副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代行する。
３　本部員は、本部長の命を受け、経営改革本部の事務に従事する。
　（事務局）
第５条　経営改革本部の事務を処理するため、公営企業管理局県立病院課に事務局を置く。
　（雑則）
第６条　この訓令に定めるもののほか、経営改革本部に関し必要な事項は、別に定める。
　　　附　則

　この訓令は、公布の日から施行する。




